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▼ 開 会 

 

議長（松元勇治議員） 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめ配付いたしましたので、ご了承願います。 

 

 

▼ 日程第１ 一般質問 

 

議長（松元勇治議員） 

日程第 1、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

まず、木佐貫徳和議員の発言を許します。 

 

[  １２番  木佐貫 徳和 議員  登壇  ] 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

おはようございます。 

我々の任期も 1期 4年間、最後の 3月議会となりました。今回の一般質問は、定住促

進について次の質問をいたします。 

①項目め、本年度のお試し住宅の利用状況について伺います。 

②項目め、利用者のうち何名が定住につなげることができ、今後、定住を増やす対策

をどのように考えているのか伺います。 

③項目め、第一次産業入植促進事業で、漁業入植者に対し、どのような基準であれば

該当するのか伺います。 

以上で、壇上からの質問を終わります。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

おはようございます。 

本日の一般質問どうぞよろしくお願いいたします。それでは答弁をさせていただきま

す。 

木佐貫徳和議員の第 1問、定住促進についての第①項、本年度のお試し住宅の利用状

況について伺う。第②項、利用者のうち、何名が定住に繋げることができ、今後定住を

増やす対策をどのように考えているのか伺うとのご質問でございます。関連がございま

すので、一括して答弁をさせていただきます。 

お試し住宅の本年度の利用状況につきましては、3月の予約も含めますと、48件、

113名、延べ 404日の利用があり、お試し住宅利用後、南大隅町に移住された方は、本

年度は、現在のところ 8名でございます。 

今後の対策といたしましては、来年度、ブロンズ人材センターに移住コーディネータ

ーとしての役割を担っていただき、移住後の相談対応等も含め、移住定住に関するワン
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ストップ窓口としての機能強化を図ってまいります。 

また、情報発信、住環境の整備も重要でありますので、人口増対策として、柔軟に対

応できるよう努めてまいります。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

お試し住宅の利用者というのは、年々増加傾向にあると思うんですけど、今、町長の

答弁のとおり、48件、延べ 113人の方が利用があり、定住につながっていると述べられ

たことを喜ばしいことであると思います。 

私は、家の隣りにお試し住宅があるもんですから、色々話す機会があるんですよ。そ

こで、田舎暮らしに憧れて、自分の趣味を生かしながら定住したい、或いはまた、今ネ

ットで仕事をしていて、どこにいてもパソコンを持っていけば仕事ができると、そうい

う方がいっぱいいらっしゃいます。 

また、その反面ですね、仕事はまだ見つけてないけど定住をしたいという方がいらっ

しゃるんです。だから、その仕事をこれから見つける方というのを非常に大事にしなき

ゃ私はいけないと思います。 

8名の方が、今 8名と言われました。8名の方が定住されたということですけど、ど

の辺から来られて、今その 8名の方はどのような仕事をされていらっしゃるんでしょう

か。お伺いいたします。 

 

町長（石畑博町長） 

ただいまの詳細については、企画観光課長に答弁させます。 

 

企画観光課長（中之浦伸一課長） 

本年度移住された 8名の方についてです。 

内訳としましては、九州地区から 2名、中国地方 1名、関東圏から 4名、関西地区か

ら 1名の、計 8名でございます。 

お仕事につきましては、今議員からもありましたとおり、求職中の方もいらっしゃい

ます。それから、芸術家として創作活動をされる方、漁業を志す方、まだ多分見習程度

の状況かと思います。それに仕事を持ってらっしゃらない方、それから自営の方等でご

ざいます。以上です。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

様々な仕事をされていらっしゃると思うんですけど、ちょっとモニターを見て頂けま

すでしょうか。（書画カメラ画像投影） 

今ですね、ブロンズ人材センターで色んな移住体験というのを取り組んでいらっしゃ

って、非常にいいことだと思うんですけど、職業につきましては、一番はハローワーク

の募集で応募は出来るんですけども、この 2月 16日の南日本新聞に、働きながら移住

体験をしませんかという、これは指宿の砂むし会館の体験談が載っておりました。 

そこで、私は、例えば、町内の今人材不足が言われておる介護施設とか、アパレル工

場、或いはまた、養殖の餌やり関係とか定置網漁業なんかも人数が足りないわけなんで

すよね。 

そこで、このブロンズ人材センターでそういうメニューを考えてもらって、体験しな
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がら移住体験をしませんかというメニューを作って、ワンストップでするのが一番いい

んじゃないかと思うんですけど、その辺の町長考えはできないでしょうか。 

 

町長（石畑博町長） 

今、議員がおっしゃるとおり、人材不足で色んな産業が大変困っていらっしゃるのは、

これは事実であります。 

そういった中での今のこの定住促進の部分でありますけれども、特に福祉の部分も、

今外国人からの方もいらっしゃれば、ねじめ漁協さんにおいても今後規模拡大という部

分では、やはりこの住む家がないというのも課題であって、そういった方々を受け入れ

るのは重々していきたいという考え方は非常に多くの方から聞いております。 

来られる方々の色んな考え方もあるわけですけれども、やはりこの都会から地方、田

舎に来て、農業でゆっくり生活をしたいという方もいらっしゃれば、やっぱりこの地方

の環境が良いから来たいという部分と、そしてまた、仕事としては来るけれども生活環

境を優先したいという方等もいらっしゃいますので、やはりそういった部分で、事業者

さんにアンケート等も取りつつ、人口を増やすために、やはりこの素材としてはいい形

の町でありますので、今ブロンズ就業人材センターのほうでも、今移住定住をされた

方々がスタッフとしておりますので、そういった方々が色んな意味で、来る前の色んな

課題を心配、来てからの心配、そしてまた、今の心配ありますので、そういった部分を

実態を教えていただいて今取り組んでいかれるということも話も聞いておりますので、

そこをまた拡充をしていきたいという今の事務局長以下スタッフの方ですので、そこの

部分については、移住の部分と、それから就業の部分、そしてまた、町内の事業者の

方々が、そういった人材不足をカバーできる形を、やっぱりこの 3つ合わせた形での取

組みを進めていきますということでは認識をしております。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

佐多地区の川田代にもありました介護老健施設ですね。これは当然、介護職の方が足

りなくて、やむなく閉園されたということであります。 

同僚議員もいらっしゃいますけども、介護職も外国人に頼らないと運営ができないと

いうような状況まで来てるそうですので、私はこの介護職のワンストップで介護職に特

定した移住定住はしませんかというのはできないかと、そういうことをできないかと思

うんですよ。 

例えば、今、介護職の資格を取得するための学生に、もうお試し住宅を利用しながら

ここで実習をしませんかとか、将来は南大隅町で介護職の職場に就職しませんかとか、

今ですね、東京と関東地区は、1DKで 10万円を超えてるそうです。 

非常に、それから妻帯者、家族持ちの方は、20万近くの家賃になっていて、収入の半

分近くがもう家賃に変わってしまって、とてもじゃないけど住めるような状態じゃなり

つつあるということを盛んに報道をされております。 

そういう方が、介護職の方が子育てをしながら、子育てが非常に良いこのうちの町に

来ていただけませんかというような、そういうホームページ等で紹介していただいて、

ブロンズ人材センターで親子移住しませんか、或いはまた、子どもたちを家族留学を検

討されませんかとか、そういうワンステップな移住体験というのを実施してみる必要が

あるんじゃないかと私は思うんですけど、再度、町長の考えをお願いしたいと思います。 
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町長（石畑博町長） 

移住者を増やすことは本当に一番の町にとってはありがたいことでございまして、今

出ております介護に限りますと、12月会議での補正、そしてまた、当初予算にもお願い

しておりますけれども、介護職のやっぱり待遇改善等もしていかないとならない。これ

はもう介護に限らず、色んな運輸事業者とか、そしてまた、建設事業者、全てに関わる

ことだというふうに思っております。 

今このお試し住宅そのものが不足をしておりまして、延べ人数的にはこういった数に

なりましたけど、来られても重複したりして家がないということを、お試し住宅が満室

ということで、それを増やしていかなければならないという、先だってのブロンズ人材

センターでの会議の中でもお話が出たところでありまして、今、空き家も多い中でもご

ざいますので、まずは、この住むところが先だよねという声も多いもんですから、特に

漁協さん等からも、いわゆる単身者も垂水、鹿屋から来てますので、単身で住める家と

かも町でも整備をしてもらえんかというそういう要望も来ているところです。 

それをするためにはやはり一番のスタートが住居がそういった方になりますので、今、

島根県海士町等でもしておりますように、十分住める家を町が借り上げて、そして、そ

れを活用してお試しに転用していくと。海士町のほうではそこに町が手を入れて、例え

ば 8年とか住めば、その家をその方に譲渡しますよというそういった制度等もあります

ので、皆さん方がおいでになる皆さん方がそういった興味を持たれるような施策を打っ

ていくべきかなと思っておりますので、十分反映をさせていきたいというふうに思って

おります。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

1人でも多くの方々がこの定住できますように、言われたお試し住宅の増設もいいと

思いますけど、取り組んで頂きたいと思います。 

全国的に戦後生まれの方々が団塊の世代の方々が 75歳の高齢者になられて、ご存じ

のとおり、町内でも、台風とか大雨のとき雨漏りがした、大工さんとか左官さんがいな

くて非常に修繕も困っているというのをよく声を聞きます。 

だから、そういうのも誰かいらっしゃいませんかというような呼びかけも非常に大事

じゃないかと思いますので、そこら辺もブロンズ人材センターで取り組んで頂くことが

できれば、1人でも多くの定住につながっていくと思います。よろしくお願いしたいと

思います。 

次に、1 カ月ほど前に 2 週間おられたお試し住宅におられた方がネット関係の仕事で、

そこの会社は東京にあるそうですけど、全国どこに行っても仕事をしていいと、パソコ

ンを貸与されて、パソコンを持ち歩いて、ネット環境が整っとけばどこでもいいという

方でしたけども、午前 9時から 4時までお試し住宅で仕事をして、それで 4時からオン

ライン会議でその日の仕事の報告と、次の日の指示をもらう、もらわれておる方でした。 

それで夫婦で来られて新婚さんでしたけども来られておられました。その方が言われ

るには、テレワークスペースのちょっとした事務所があれば、そこからそこの事務所ま

で行って仕事ができれば最高の場所だと言われました。 

それで、その方は大阪、名古屋、ずっと長崎まで行かれて 4カ所か 5カ所目だと言わ

れましたけども、長崎でテレワークオフィスがあって、そこを 2週間おられたそうです
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けども、都会と変わらなくて環境的にはすごく良かったそうです。 

ところが、東京都と変わらなくて田舎暮らしには向かないということでしたので、そ

ういう南大隅みたいな環境の自然環境がいいとこで住みたいという方が、このパソコン

をされながら仕事をされる方はいらっしゃるそうですので、そういうテレワークオフィ

ス、ちょこっとしたパーテーションで仕切れば Wi－Fiが繋がっていけばどこでもいい

そうですので、そういうのを私は考えてみる必要があるんじゃないかと思うんですけど、

どこでもいいと思うんですよ。 

支所でも支所の一部を使ってもいいし、交流センターの図書館の跡が図書室の跡がい

いのがありますので、そのようなところをその Wi－Fiを揃えたテレワークオフィスと

いうのを考えてみる必要があるんでしょうけど、町長どうでしょうか。 

 

町長（石畑博町長） 

リモートワークとテレワークについては、いわゆる会社を離れて自宅で仕事ができる、

これが謳い文句でありまして、これも一番大事なことかなというふうに思っております。 

そういった中で、今町内にも複数人の方々がリモートワークでされておりまして、空

き家を借りたりとか、そしてまた、子どもたちを朝送って行って、そののち自宅での業

務ということをされているようであります。 

そういった方々とのお話をする機会も結構あるもんですから話を聞いてみると、家で

する仕事はよかったんだけれども、いいんだけれども、やっぱり切替えができないと。 

朝、ご飯を食べて着替えて仕事に行くというやっぱりそういった環境を歩いて行ける

ところに、今議員がおっしゃったように、テレワークスペースを作ってもらえたらあり

がたいなということで、今、私に話をされた方も、役場のほとんど使ってない部屋があ

ればそういった部分を活用させてもらえば、他にもいらっしゃるんじゃないですかとい

うお話も聞きました。 

今ありましたように、支所も部屋としてはだいぶ空いておりますので、業務と家庭の

切替えという意味では、そういった環境も整えてもらいたいというお話もありますので、

仕事の部分で、どういった場所が適当か、まだまだこれからだと思うんですけども、や

はり仕事を進めていく上で、必要なスペースとしては考えておりますので、今後も佐多

小も空いたりしてきますので、色んな形で全体の調整を行って、テレワークスペース等

も作っていくべきだというふうに考えております。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

Wi－Fi が繋がれればどこでもいいと思いますので、そこら辺はぜひ取り組んで頂いて、

今、私の近所にもそういう仕事をされる方は自宅で光を引いてされてる方が 2、3名い

らっしゃいますので、聞くところによると、やっぱりそういう通勤して歩いても車でも

いいから通勤して行けるとこがあればいいなということを声を聞きましたので、そこは

是非取り組んで頂きたいと思います。次の質問をお願いいたします。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

木佐貫議員の第 1問第③項、第一次産業入植促進事業で漁業入植者に対しどのような
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基準があれば該当するのか伺うとのご質問でございます。 

通常、漁業に携わる方々の多くは各地元の漁協の組合員として、資格を取得されてい

らっしゃいます。 

組合員の資格には準組合員、正組合員と 2つに区分されており、入り口は準組合員か

らと聞いております。 

従いまして、組合員の資格の取得を前提とし、漁業で生計を立てていく実現性のある

計画を示していただくことが必要であるというふうに考えております。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

今の答弁によりますと、組合員の資格の取得を前提とするということで、ですよね。

漁業をしたいと来られた方が、初めて来られた方が、どのようにしたらその組合員にな

れるのかも分からないと思うんですよ。 

私が言いたいのは、そこに至るまでのことを、どのようにしたら準組合員になれるん

だというのを、漁業組合と協議をしていただいて、その流れを作ってほしいということ

なんですよ。 

2年ほど前からこのお試し住宅を使って、漁業をしたいという方が若者ですこれは、

20代の若者が実際来て今、私に相談があったもんですから、どこどこの誰々にいって相

談してみてくださいということを言ったんですけど、今、浜尻のほうで、ブリ飼い付け

漁の一本釣りを研修しながら取り組んでおります。 

お試し住宅に 1カ月いて、すぐ漁協組合にいったら、ここに住所がないといけないよ

ということだったもんですから、最初の段階として大泊の町営住宅を借りられて、今ブ

リの飼い付け漁の研修をしているそうです。 

それで最終的にはここがいったということですから、県内のあちこちを回って行った

けど南大隅町が一番良かったということで、とにかく漁業をしたいということで、住所

を移転してもう今 3カ月なるそうです。 

12月の何日か移転したそうですから、この方は、あと何が足りなくて第一次産業入植

促進事業をこの入植者として該当しないのかお分かりでしょうか。お尋ねいたします。 

 

町長（石畑博町長） 

今のこの漁業での研修の方については、私も先だってお話の機会がありましたので、

色々お話をした中では、とにかくこの南大隅町佐多地区において、漁業で生計を立てて

いって、将来的には、いわゆる飲食店、自分で獲った魚を食べさせるということが夢で

ありますのでということで、色んなことをお話をされまして、本当に夢のある若者でご

ざいましたので、今回の入植の支援については、諸事情があったということも聞いてお

りまして、本人もある意味、中身的には理解をされておりましたので、詳細については、

経済課長に答弁させます。 

 

経済課長（新保哲郎課長） 

今、議員よりありました第一産業入植促進事業につきましては、まず、第一産業に即

就業する場合に交付する、就業奨励金と就業を目指す中で技術取得を行う期間を支援す

る研修制度の 2通りございます。 

第一次産業入植促進事業において、農業で申請が上がってきた場合は、農業を始める
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にあたり、まずは数ある品目の中で何の作物を栽培するのか、次にその作物に適した農

地の確保、農業用施設の整備、作物の出荷販売手法と、それぞれ見込みを立て、その計

画を作成頂き、その計画が実現性があるのか審査会で審議し、対象、非対象の判断をし

ております。 

先ほど町長からもありましたとおり、答弁ありましたとおり、組合員の資格、取得と

ともに、漁業で生計を立てていくための具体的な計画を作成頂くことが肝要であると考

えているところでございます。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

今、経済課長が答弁されましたように、農業については、営農指導員がおられて、ピ

ーマンとかキヌサヤ、インゲン等の野菜、それから、果樹指導員がパッション、それか

らパインとかアボカドなどの入植者と研修しながら一緒に取り組んで、効果が非常に出

てると思います。 

また、畜産についても、畜産の技術員が指導しながら研修先を見つけてあげて、効果

が出てると思います。 

私は、この漁業についてもこのような取組みをすべきだと思うんですよね。せっかく

若者が来てるのに、組合員にならないと駄目だよと。だから、その組合員になるまでの

プロセスを漁業組合と協議をしてやってもらいたいということなんです。 

漁業者を増やすということは非常に高齢化して、もう段々段々減ってきて、伊座敷と

かそこら辺もただ非常に少なくなってきております。ですので、若者がせっかく来てる

のに、組合員になるためにはどのようにしたらなれるというのを教えてあげないで、組

合員にならないと駄目だよと、それだけじゃ何もならないと思いますので、せっかく来

た人を大事にしてあげて頂きたいと思います。 

私は具体的に、組合員の所得は何年漁業をしたら取れますよとか、或いはまた、県が

行っている沿岸漁業の指導漁業者の漁業研修というのがあるんですね。これを修了した

人はすぐ入植者として認めてあげるよと、そのような明確な基準を示してあげればいい

と思うんですけど、来た人は分からないと思うんですけど、町長は、そこら辺をその基

準を何か漁協組合と協議をして、漁業について作ることはできないでしょうか。お願い

いたします。 

 

町長（石畑博町長） 

今おっしゃったとおり、当然この漁民になるための研修ですので、私としては対象に

ならんなおかしいなという考えでおったんですよ。おりましたけれども、ご本人に聞い

たら、漁協の色んな事情もあって、なかなか実績を作らんといけないということがあっ

たというふうに聞いております。 

そういった中では、本人の熱い思いもありますので、漁協のほうとも、やはり将来漁

協を担うという部分では本人の思いも大きく強いですので、町が支援していくこの制度

の説明と、漁協が持たれている今の考え方、ここの擦り合わせをしていって、いわゆる

漁業権というのもあったりする中で、じゃあ農業はというと、農業は特に問題なく入っ

ていけるもんですから、そういった部分をやはり人口増対策も含めた形で、今の漁業振

興としてはやっぱり若者を増やしていくべきというふうに思いますので、今ねじめ漁協

も含めて、おおすみ岬漁協、鹿児島県漁業協同組合ですけど、あわせてですね、大きな
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形として他の町にも多分対象はいると思いますので、そういった流れをやっぱり作って

いかなければならないというふうに、私としては考えております。 

経済課長は何か補足はありますか。 

 

経済課長（新保哲郎課長） 

今、議員からございましたとおり、県の事業が、県と鹿児島県漁協のほうで連携を取

って、そういった漁師になろうというところの中で、新規の担い手を育成するところの

部分を確認をしておりますので、町の事業と併せまして、県のほうもまた色々見据えな

がら、そういった対応をできたらなというふうに考えております。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

せっかく漁業をやりたいという方が若者が来てるので、支援できる方法を考えていた

だきたいと思います。 

それからもう 1点、伊座敷漁港を例にとりますと、以前は、私の父もそうですけど、

漁業者が多くて、漁船もいっぱい係留されておりました。 

ところが、高齢になって辞められました。そして、亡くなられて、漁船はそのまま係

留したままなんですね。そして、遺族の方がどのようにしたらいいのか分からないわけ

なんです。それで廃船にするにもお金が掛かり、欲しい人に安くあげたり、或いはまた、

タダであげたりしてました。船揚場に上げて、そのままの船もいっぱいあります。 

また皆さんも車で通られると分かると思いますけど、伊勢エビ網とか建網、それの網

が、イノシシやサル対策で畑をいっぱい張られてるところを、まだどうもない網が張ら

れてるのをよく見るんです。 

そこで、町内でこの廃業された方々のそういう施設ですよね、漁船、或いは網などを、

せっかくあるのにもったいないんですよね。だから、そういうのを漁業後継者に払下げ

ていくシステムというのは何か考えられないかと私は思うんですよ。 

せっかく良い船もあるのに、上げたまま廃船になっていくというのが偲びなくて、も

ったいないなあと思うんですけど、そういう後継者に継承していくシステムというのを

考えることはできないでしょうか。 

 

町長（石畑博町長） 

今、議員がおっしゃるとおり、もう今、根占港周辺もですけど、大浜漁港、そしてま

た佐多の各漁港も、陸に揚げた船が非常に多いところでございます。そのままもう使わ

ない中で、もう朽ちていくということで、非常に残念でございます。 

今、船によっては、元々ごち網漁をしたときの大きい船等もありまして、まだまだ使

える船もある中でございますので、いわゆる産業を興すための一番の大元ですので、い

わゆる組合員になるときの船を持ってるか持ってないかもそれも要件になってまいりま

すので、農地バンクじゃないですけれども、そういった漁船等のバンク等も含めて、関

連の網とか等もありますので、それは当然これ必要なことじゃないかなというふうに考

えておるところです。 

 

１２番（木佐貫徳和議員） 

そこら辺はしっかり検討していただいて、後継者に育成できる方法を考えていただき
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たいと思います。 

せっかく本町に来て漁業をやりたいという若者がいるわけですので、支援する見本を

作り、若者が漁業をしたいというのが増えるということを、私は期待したいと思います。 

併せて、繰り返しますけども、このお試し住宅を利用して、色んな移住体験プランを

取り組んで頂いて、若者が増えていくことを、移住者が増えていくことを期待いたしま

して、私の質問を終わりたいと思います。 

 

議長（松元勇治議員） 

次に、後藤道子議員の発言を許します。 

 

[  １番  後藤 道子 議員  登壇  ] 

 

１番（後藤道子議員） 

令和 7年は穏やかな年明けとなりましたが、2月 26日に発生した岩手県大船渡市の山

林火災は未だに鎮火に至っていない状況です。この火災により、お亡くなりになられた

方のご冥福をお祈りし、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 

そして、避難されていらっしゃる方々が 1日も早く自宅に帰れることを願います。さ

て、このような予測不能な事態がいつ起こるか分かりません。そのような場合に、大切

なことは、防災に対する日頃からの備えだと思います。 

私は、今年 1月に所管事務調査で熊本県西原村に行きました。西原村は、熊本地震で

村内の約 56％に当たる 1,377戸の家屋が全半壊しました。 

ここでは、地区ごとに日常的に育まれたコミュニティがあり、大規模災害を想定した

発災型防災訓練を実施していたおかげで、地震で倒壊した家屋に下敷きになった住民を、

地元消防団と地域住民が力を合わせて救出することができたとのことでした。 

この経験から、災害への備えの重要性や、地区ごとの消防団活動などを含む、地域コ

ミュニティの重要性を発信しているとのことでした。この調査を終えて、地域コミュニ

ティの重要性を強く感じました。 

そこで、今回 1問目に、地域コミュニティについて質問いたします。令和 4年 3月に

も質問いたしましたが、現状を伺います。 

①項目、少子高齢化が進む中で、自治会組織にも影響があると考えますが、自治会組

織の再編検討についての考えを伺います。 

②項目は、持続可能な自治会組織についての考えを伺います。 

2問目は、デジタル推進について質問いたします。令和 4年 9月にも質問いたしまし

たが、令和 2 年より RPA を導入されて、検針業務の管理台帳を手入力から RPA 移行され、

リモートで業務ができる環境の構築や、事務の効率化のためシステムエンジニアの配置

による技術職と事務職が協議できる体制の構築を目指すとの答弁でした。 

そこで、①項目、これまでの進捗状況を伺います。 

次に、2025年の崖という言葉があります。日本の企業のシステム問題解決や、経営改

革が行われなかった場合、2025年以降、年に最大 12兆円の経済損失が生じるとする問

題のことです。行政においては、DXが進まないことによって、住民への効率的なサービ

スが提供できない状況が生じると考えられます。 

②項目は、今後の取組みを伺います。 
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今回は 2問 4項について質問いたします。以上、壇上からの質問を終わります。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

後藤議員の第 1問、地域コミュニティについての第①項、自治会組織の再編検討につ

いての考えを伺うとのご質問でございます。 

本町における、最小単位の自治組織として、連絡員等を含んで 117の自治組織がござ

います。 

1月 1日現在の内訳としては、10戸数未満が 20、20戸数未満が 48、30戸数未満が 20

と合わせて 88自治会、割合にして 75％が 30未満の戸数で構成されている自治組織とな

っております。 

また、合併に関する地域の意識の現状分析として、自治会長連絡協議会が年末に実施

されたアンケート結果を共有しております。 

町としましては、以前の答弁でも申し上げましたとおり、行政主導の合併・再編は考

えておりませんが、自治会からの要請があれば、コーディネートの役割を担うことにな

ると考えております。 

 

１番（後藤道子議員） 

今の答弁の中で、小規模の自治会が大分増えてきているなというふうに考えておりま

す。この人口減少していく中で、この現状維持が難しくなってくる自治会は今後増える

という認識はありますか。 

 

町長（石畑博町長） 

それぞれ自治会で町の人口は減っておりますので、2世帯の自治会もありますので、

そういった部分にはそれなりの対応でしていくという思いでありますけれども、減って

いくということでは認識しております。 

 

１番（後藤道子議員） 

先ほど自治会連絡協議会がアンケートを実施されたということなのですが、自治会の

連絡協議会も今後を見据えて自発的にこの協議をなされたというふうに私は思っており

ます。 

この再編の合併の必要性を連絡協議会は意識をされているのではないかというふうに

私は考えるのですが、町長はどのようにお考えですか。 

 

町長（石畑博町長） 

自治会運営の中で、当然厳しい自治会も出てくると思っております。 

そういった中では、役員の成り手の部分等もある中で、再編に向けてもともとは行政

の下請の都合で再編すっとじゃねかというご意見もありました。それが今になれば、も

うやはり自治組織そのものの維持が厳しい環境から、そういった流れを作りつつあるん

じゃないかという自治会長会の皆さん方のご意向をもとにアンケート等もしたところで

ございます。 
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１番（後藤道子議員） 

自治会は自主防災組織でもあるという認識はしていらっしゃいますか。 

 

町長（石畑博町長） 

当然ですね、4月の辞令交付の中で自治会長の方々にそういった役職としてはお願い

しているとこでございます。 

 

１番（後藤道子議員） 

この地域コミュニティというのは、地域でのつながりによる人と人の連携、協力の関

係を重視したものです。この戸数が減っていく、自治会の戸数が減っていくことによっ

て、この連携、協力関係というのが細くなっていき、現状のままでは今後やっていけな

いのではないかという自治会が増えているというふうに私は考えます。 

やはり、町長は自治会の統合は行政主導では進めず、地域の自発的な協議に対して必

要なサポートを行うという答弁をされました。 

しかしながら、今、自然災害、色んなところでいつ起こるか分からないこの災害が多

いこの中で、地域のコミュニティがしっかりしていてこそ自主防災というのができると

いうふうに考えます。 

私は、再編の必要性があるので、そこを行政が促す必要性があるのではないかという

ふうに思うのですが、町長はどのようにお考えですか。 

 

町長（石畑博町長） 

年数は定かでありませんけど、もう 10 年以上前にそういった動きの中がありました。

その時は私も職員でしたので、その中でお話も聞いてるところですが、やはり、住んで

いらっしゃる方々の意向を尊重しないと、やはり古老の方々の意見が優先していきます

ので、そういった形でやろうとしていた地域が複数あったんですけれども、結果的に中

別府自治会があってそれが 1つ出来ただけで、若い方々はやろうという意識もありまし

たけれども、それが結局それぞれの単位自治会に持ち帰った中ではやっぱり無理だった

ということ、これ結果でございました。 

その中で、やはり今の現状になっておりますので、今まさに佐多地区の 1地域では、

2つの自治会が一緒になろうということで、この 4月そういった流れが自主的な流れの

中に町も一緒に来てくれんかということの話がありますので、そういった流れが出来つ

つあるところでございます。これ参考です。 

 

１番（後藤道子議員） 

先ほど自治会連絡協議会がアンケートも実施されたということは、そういう動きが出

てきているというふうに私も感じております。 

今後やはり、今がその必要性があるのではないかというふうに考えますので、行政と

してもサポート体制、どういうメリット・デメリットというふうなのがあると思います

けど、その辺りを十分説明をされて、より地域コミュニティの絆が深まるような行政指

導ということをやっていって頂きたいというふうに思います。再編検討は私は必要だと

いうふうに考えております。 
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では、続いて②項目お願いします。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

後藤議員の第 1問、地域コミュニティについての第②項、持続可能な自治会組織につ

いての考えを伺うとのご質問でございます。 

町が考える持続可能な自治会の姿として以下の 3つを継続していけることが持続可能

の基本的な考えとして持っております。 

1つ目は、清掃活動など自分たちの住む地域の環境保全でございます。 

2つ目は、地域に残る文化と伝統の継承、3つ目は、地域の人と人のつながりである

地縁活動でございます。 

今後、過疎・少子高齢化が進むにあたり、規模縮小や代替手段へ切り替わることは想

定されますが、町としては、今まで地域で実施されてきた、先ほど申し上げました 3つ

の活動が継続されていくよう、自治会支援の取組みを引き続き進めていく考えでござい

ます。 

 

１番（後藤道子議員） 

今、自治会組織は、地域を支える自治会の活動も多様化し、社会問題やニーズに対応

するため会長役員等の担い手についても多様化せざるを得ないという実情があるという

ふうに考えております。 

自治会における男女共同参画が進んでいないと考えていますが、その辺りをどのよう

に捉えていらっしゃいますか。 

 

町長（石畑博町長） 

ちょっと具体的な部分をお示ししてもらっていいですか。 

 

１番（後藤道子議員） 

役員の会長とかはほとんど男性が中心で、だけど仕事をされてるのは女性の方が多い

というふうに思いますが、なかなか役員を自治会長さんを女性の方というのは 2、3名

いらっしゃいますが、そこがなかなか進んでいないように考えます。 

今後、この地域を支える自治会も色んな活動も先ほど清掃活動など出ましたが、その

他にも対応化して社会の課題やニーズにも対応するそういうことを自治会が担うべきだ

というふうに考えておりますので、その中で、女性もそういう役員の中に入れるという

ことを皆さんが考えていらっしゃるのか、そこあたりが周知されているのかその辺りを、

男女共同参画の県の推進員をさせていただいておりますが、なかなか周知されていない

というのが現状なものですから、やはり自治会の会長さんの研修会などがありますが、

その辺りでこの男女共同参画の推進のこういう周知、その辺りをされているのかという

ことをお聞きしたいところです。 

 

町長（石畑博町長） 

自治会長の選任については、それぞれの自治会が決めることでございますので、これ
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までにも複数自治会で今もいらっしゃいますけれども、自治会長は女性がやってきてい

ただいてるところもございます。 

そういった中で、男女を問わない形での自治会長は誰でもいいと思うんですよね、ど

ちらでも。そういったことが浸透してるかという部分では、当然そこの部分を女性を選

んでくださいとも言えませんので、その自治会自治会での決め方があって、小さい自治

会では、例えば 10世帯あっても 4人の方が交代でしたりとか、そしてまた、少ないと

ころは 1人で 10年以上されていることもありますし、地域地域の事情等もありまして

お受けしていただくことが一番ありがたい部分でありますので、やはり今の時世として

は男女共同参画も大事なことですので、引き続き、今度はまた 4月改選等もありますけ

れども、その改選については町としては具体的には申されませんので、地域自治会がそ

ういった部分に誰でもでくったっどいうことを申し出を頂いて選任されることと思って

おりますけど、ほとんどの自治会が順番が決まっているという特異地域もございますの

で、そこについては自治会の意向を最優先すべきじゃないかというふうに考えておりま

す。 

 

１番（後藤道子議員） 

4月に改選ということなのですが、新しく自治会長さんになられた方々の会長の研修

会とかというのは行政が開かれているのですか。 

 

町長（石畑博町長） 

4月の初旬の時期に自治会長会をする中で行政の会合等の説明をしたりとかして、町

から手だてをしている支援とか、そして事務手続きの方法、そしてまた年間を通じた年

間行事の周知等もしておりますので、それが研修という意味で自治会長会の中で時間を

かけて行っております。 

 

１番（後藤道子議員） 

町内の研修だけですか。町外の研修というのはないんでしょうか。 

 

町長（石畑博町長） 

県内、県外ありますので、詳細は総務課長に答弁させます。 

 

総務課長（熊之細等課長） 

自治会長さん方の研修ということだと思いますけれども、これにつきましては、自治

会長連絡協議会と協働といいますか決めて、県外研修も計画をしております。 

また、自治会長連絡協議会が独自に、例えば、行政と語る会であったり、独自に研修

をという計画も組まれておりますので、相互連携は町としても取っていきたいというふ

うに。 

それと、年 1回年度末ですけれども、スマイルの補助制度の研修についても、年間こ

ういう事業をしてますよという研修等も自治会に周知をして開催している経緯もござい

ます。 

県外研修ですけれども、令和 5年度は熊本のほうに、令和 6年度は宮崎県のほうに、

研修に計画して実施しているところでございます。 



16 

 

 

１番（後藤道子議員） 

その県外の研修というのは具体的にどのような研修なのでしょうか。 

 

町長（石畑博町長） 

私が知ってる中の対象としては、例えば、避難所の作り方を見に行ったりとか、それ

から自治会のデジタルの研修とか、そして、それとかある意味目的を持った形で災害復

旧の現場を見に行ったりとか、自治会長会の中で私共と総務課と含めて協議をして、行

く場所において自治会長さん方の意向も踏まえてしております。 

 

総務課長（熊之細等課長） 

令和 5年度の熊本の県外研修につきましては、防災の関係を研修に行っております。 

そして、6年度の宮崎の研修につきましては、地域産業の関係を研修に行っていると

ころでございます。 

 

１番（後藤道子議員） 

今後必要なのは、やはり自治会は地域コミュニティのそういう勉強、研修とか、そう

いうのも必要ではないかなというふうに私は思います。 

今後の自治会の在り方についてなのですが、今行政が地域に委託をする上下関係でさ

れてるというふうに思うんですけど、スマイル補助金などは目的を持ってこれに補助と

いう形をされてるというふうに認識しているのですが、今後は、この地域コミュニティ

活性化をするためには、主体的に地域活動をするために補助金の使途が自由で、事業や

補助率を限定しない地域で必要なものを、自ら考えて使ってもらう制度というのも必要

ではないかなあというふうに思うのですが、今後の自治会でこのような制度を設けると

いう考えはないですか。 

 

町長（石畑博町長） 

今、スマイルもこの 4年間の中で毎年改善をしてまいりました。今おっしゃった意見

もありますので、必然的に自治会長会と協議をその制度設計はしていきたいと思います。 

 

１番（後藤道子議員） 

この自治会組織、本当に大事な組織だというふうに思います。 

先ほども言いました防災にとってはなくてはならない組織なので、今後も自治会組織

を持続的に可能な形で持っていくには、やはり、行政がある程度サポートをしていかな

いといけないふうに思いますので、その辺りをしっかりとサポートをして、自治会が活

発に活動できるように支援していただきたいというふうに考えます。 

2問目お願いします。 

 

議長（松元勇治議員） 

休憩します。 
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議長（松元勇治議員） 

休憩前に引き続き再開します。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

後藤議員の第 2問、デジタル推進についての第①項、これまでの進捗状況を伺うとの

ご質問でございます。 

令和 4年度 9月会議の一般質問で、DX推進の状況等についてご質問があり、ペーパー

レス化と効率化を同時解決するための電子決裁の本格導入と、関係部署の担当、IT推進

室・行革改革担当と連携を図りながら本町の自治体 DXとしての戦略構築につなげたい

と答弁させていただきました。 

その後の進捗状況でございますが、今年度、文書管理と公会計の電子決済を導入し、

事務の効率化とペーパーレス化に向けた取り組みを進めているところであります。 

具体的な一例をあげますと、コンビニ交付の導入、行政事務のオンライン申請、デジ

タルデバイドの解消対策として、スマホ相談の窓口を郵便局に業務委託するなど、行政

サービスのデジタル化に取り組んでおります。 

また、本町の自治体 DX としては、住民が、不安なく、便利で暮らしやすくなるため、

デジタル技術を活用した環境整備を進めているところでございます。 

 

１番（後藤道子議員） 

色んなデジタルが進んでいるということで、令和 4年の 9月にも私一般質問させてい

ただいたんですけど、それ以降に色んなことがまた進んでいるという状況の中で、マイ

ナンバーカードを発行されている、ほとんどの方が発行されているというふうに思って

おります。保険証あたりも使っていらっしゃるんですが、このマイナンバーカードの利

用者は増えているのかどうかということをお聞きします。 

 

町長（石畑博町長） 

マイナンバーカードにつきましては、担当課長に答弁させます。 

 

町民保健課長（戸島和則課長） 

マイナンバーの利用のご質問でございますが、申請につきましては約 90％ございます。

ただ、残り 10％につきましては、やはり申請をしない方々や長期療養者等が実際申請を

されてないところでございます。以上でございます。 

 

１番（後藤道子議員） 

申請をされない方ってそれは自由ですので、それはいいのですが、このマイナンバー

カードによって色んな申請がスムーズに出来る、役所に来なくても出来るというのは大

１０：５６ 

～ 

１１：０６ 
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変便利なので、私も利用させていただいておりますが、今後、このマイナンバーとか色

んな事務の効率化をするためにデジタルの推進が必要になってきてると思います。令和

2年の RPAを始めてから事務の効率化は進んでいるのでしょうか。 

 

町長（石畑博町長） 

細かい部分はたくさんあるんですけども、今、電算化、デジタル化になった関係で、

今、伝票、文書全てデータになっていますので、いわゆる簡単な部分を申しますと、職

員がもう庁舎内を行ったり来たりもなくなって、ほぼ電算化でもう瞬時に決裁が行った

のが分かるということで、この 1年の中ではかなり進んできたというふうに思います。 

また一般の方々も、住民票等におきましても、そういった利用が非常に多くなってき

ているということで、デジタル課としての効果は非常に大きくなったというふうに感じ

ております。 

 

１番（後藤道子議員） 

このデジタル推進は、今後、今ブーカ時代というふうに言われているんですけど、先

行きが不透明で将来の予測が困難な状態であるというのが今の時代で、そのためには柔

軟に対応をしていくことが求められていると、こういうことが言われてる時代です。 

うちの町として、このデジタルが令和 2年から RPAをして、業務の中身的の中で進ん

でいない部分、ここはちょっと難しいんじゃないかなというような部分とかというのが

事務的に困難というところがあるのでしょうか。 

デジタル化がここはちょっと効率的に進められない状況というか難しい状況、業務の

中でここはちょっとデジタル化が進みにくいというようなことはあるのかどうか。 

全てが効率的にデジタル化全てできるというのだったらそれでも構わないですけど、

そういうのがあるのかどうかをちょっとお聞きしたいです。難しいですか。 

 

町長（石畑博町長） 

全てをもうデジタルでというのは 100％はいかないと思います。どうしてもやはり秘

密の部分、守秘義務があったりとかしてありますので、可能な限りデジタル化の中で、

デジタル化することに間違いは起きませんので、その取組みは進めておりますけれども、

今の答弁としてはデジタル推進課長に答弁させます。 

 

デジタル推進課長（佐藤ひとみ課長） 

現在、庁舎内の ITに関する課題解決のために ITTF結成をいたしました ITTFという

チームがございます。こちらを通じて、庁舎内の課題解決とかに取り組んでおりますけ

れども、今後も引き続き、各課の何が課題なのか、そういうものを洗い出しを行って、

解決策もこちらで検討をしていきたいと考えております。 

更に、事務の効率化が図られるように取り組んでいきたいと考えております。以上で

す。 

 

（「・・・。」） 

 

すみません、できないものについては、ちょっとまだ今のところ検討をしておりませ
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んので、今後それも含めて検討をしていきたいと思います。 

 

１番（後藤道子議員） 

事務の効率化が図られれば働き方改革にも繋がって、残業も減っていくというふうに

思っております。その分、住民サービスができる形に、その時間を住民サービスに使え

るというふうに考えますので、その辺りは事務の効率化を目指して今後もやっていただ

きたいというふうに思います。 

あと、次に繋がるので、今後の取り組みをどのような取り組みをされるか②項目の答

弁をお願いします。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

後藤議員の第 2問、デジタル推進についての第②項、今後の取組みを伺うとのご質問

でございます。 

自治体ＤＸをさらに進めるため、町全体の進むべき指針を策定してまいります。外部

人材のＤＸ推進アドバイザーを委託し、職員への課題に対するデジタルを活用した解決

方法などの助言、計画策定に関しては、広い知見を活用していく計画でございます。 

また、さらなる町民の利便性向上と事務の効率化を目指すため、まず、本年 4 月より、

健康マイレージポイントや温泉券等に利用できる、デジタル利用券の機能拡充を図って

まいります。 

 

１番（後藤道子議員） 

今答弁の中で、アドバイザーを置くということなんですが、具体的にそのアドバイザ

ーは外部からなのか、内部なのか、そのあたりをお聞かせください。 

 

町長（石畑博町長） 

アドバイザーは外部からです。 

 

１番（後藤道子議員） 

アドバイザーは外部は専門職で、外部から、うち、その対応は、職員対応なのか、会

計年度任用職員なのか、期間は何年なのか、その辺りを具体的にお知らせください。 

 

町長（石畑博町長） 

今のこのアドバイザーについてはいろんな組織、機関の中で、鹿児島県にも事業のメ

ニューがありますので、詳細は、デジタル推進課長に答弁させます。 

 

デジタル推進課長（佐藤ひとみ課長） 

はい、ＤＸ推進アドバイザーの関係でございますけれども、今のところ想定している

ものはアドバイザーは常駐しません。1年間、業務委託をしたいというふうに考えてお

ります。 

毎月ですね、必ずウェブか年内に数回本庁のほうにお越しいただきまして、現地の訪
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問にて各課の相談の受け付けだったり、ＤＸ推進計画も策定する計画でございますので、

そちらのほうのですね計画策定の出席等を想定したりとか、そういう支援をしていただ

きたいと考えております。以上です。 

 

１番（後藤道子議員） 

アドバイザーは個人的に委託するのではなく、会社とかその辺りに委託をされるとい

うことですか。 

 

デジタル推進課長（佐藤ひとみ課長） 

今考えているのは、鹿児島県の DX推進アドバイザーをご経験されている方をちょっ

と想定しておりまして、個人の契約になってくると思います。 

 

１番（後藤道子議員） 

他町においては、いろいろ外部からそういうのを常駐されて、アドバイザーを置いて

されてる町もあるというふうに聞いております。本町は、常駐ではなく、アドバイザー

として毎月とか、年に何回かで、このデジタルが、取り組みが進んでいくというふうに

考えてらっしゃるんですか。常駐の必要性はないというふうに考えてらっしゃるんです

か。 

 

町長（石畑博町長） 

もう今、会議等もほとんど各課もウェブ会議になっておりますので、鹿児島県のＤＸ

アドバイザーというのは、かなりの数いらっしゃいますので、そういった方々を、ご紹

介頂いた中で、その方々との協議をしますけれども、常時連絡をとっていきますので、

あえてこのデジタルの時代にこっちにいてもいなくてもですね、いなくても、その課の

推進はできていくと思いますので、今現在はその流れを 4月以降は取り組んでいくとい

う考えです。 

 

１番（後藤道子議員） 

では今からということで、今現在は決まっていないということよろしいですね。 

 

（「はい・」という声あり。） 

 

ではデジタル推進の中で、1 番の問題はセキュリティー対策だというふうに考えてお

ります。しっかりとした対策はしてあるのか伺いたいと思います。 

 

町長（石畑博町長） 

セキュリティー対策につきましては、かなり厳しい視点での対策であると思いますけ

れども、担当課長に答弁させます。 

 

デジタル推進課長（佐藤ひとみ課長） 

情報セキュリティーの関係につきましては、情報セキュリティーポリシーの関係で、

毎年 1回研修をしたり、今年度につきましても、各課を点検して回ったりとか、業者を
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委託してですけれども、点検活動をしたり、あとうちの職員にもですね、サイダー研修

ということで、情報セキュリティーの情報漏えいの関係ですね、そちらについての研修

も皆んなで行（い）っておりまして、職員から上級者までおりますので、安心はできて

いるかと思います。そちらのほうに対しての対応は万全にしているところでございます。 

 

１番（後藤道子議員） 

行政からこの情報漏えい、これは一番あってはならないというふうに考えております。

このデジタルが進むことによって、より町民の皆さんのサービスが向上するというのを

分かっておりますが、その辺りを十分、一番はセキュリティを一番に考えて、そういう

情報漏えいがないように今後デジタルを進めていっていただきたいというふうに考えま

す。 

うちの町は大変高齢者が多いので、デジタル化に当たっては色んな町民からの不満等

も出てくると思いますが、その辺りは十分行政が説明をされて、納得して、皆さんが賛

同していただけるような行政、デジタル推進にして頂きたいというふうに私は考えます。 

最後に町長のお考えを伺いして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

 

町長（石畑博町長） 

今おっしゃいましたとおり、ある意味ご高齢の方々は、もうおいどま、そんたあ、今

せんばよかということの、これが進まない要因でありますので、特に、市町村長の会議

等でも色んな話題になるわけですけれども、そういった方々を、やはりやってみたら簡

単であったと、出来たたっというそういったことを打破していかないと、なかなか進ま

ないということのおおむね一致、意見がしております。 

肝属郡近隣の市町も同じ考え方でありまして、今、例えばこのシルバー人材センター

も会員の方が全部もうデジタル化での連絡等をする中で、定型的なこのやり方ですので、

そういった中で一旦やってみたら同じことの繰り返しになりますので、出来たというこ

とでだいぶ色んな部分に進んでいるところであります。 

今後も、デジタル化でクラウド処理をしていく中では、そういった部分が簡略されて、

スピード感を持てる結果までの発言に取り組んでいければと思いますので、今おっしゃ

ったように、お年寄りの方々にも、今デジタル推進課のほうで自治会等にも入り込んだ

りして説明会もしておりますので、そういった形を取っていきたいというふうに考えま

す。 

 

（「終わります。」との後藤道子議員より声あり。） 

 

議長（松元勇治議員） 

次に津崎淳子議員の発言を許します。 

 

[  ７番  津崎 淳子 議員  登壇  ] 

 

７番（津崎淳子議員） 

おはようございます。卒業式のシーズンで、子どもたちの旅立ちの季節でもあります。 

今回、取り上げたのは、学校に行きたくても、何らかの理由で行けない子どもたち、
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不登校問題を取上げてみました。 

文部科学省の調査によると、小中高生の不登校児生徒総数は、平成 26年時点の約

17.6万人から、令和 5年には約 41.5万人に達し、約 2.4倍に増加しています。 

では通告どおり 1問 3項の質問をします。 

1問目教育と地域の活性化について、①項、現在、わが町の小中学校において、学校

に行けない子どもがいるのか。また、行けない原因を把握しているのか伺います。 

②項、その対策として、どのように対応しているのか伺います。 

③項、学校に行けない子どもたちの環境づくりに取り組む考えはないか、伺います。 

以上で壇上からの質問を終わります。 

 

教育長（山下四郎教育長） 

津崎淳子議員の第 1問、教育と地域の活性化についての第①項、現在、我が町の小中

学校において、学校に行けない子どもがいるのか。また、行けない原因を把握している

のか伺うとのご質問でございますが、毎月月末に各小学校、中学校から生徒指導月例報

告が提出されており、学校に行かない、あるいは行けない状況の児童生徒数、及びその

原因を教育委員会は把握しております。 

 

７番（津崎淳子議員）  

では、ほとんど学校に行けてない子どもがいるのか。また、差し支えがなければ、そ

の主な原因は何か教えてください。 

 

教育長（山下四郎教育長） 

学校に行けない子どもたちのことを思えば心が痛いです。そして、行けない原因を何

とか取り除いて、学校に行けるようにしたいという思いはありますが、実際のところ、

本町でも、出席すべき日数の約 8割、学校に行けていない児童生徒がおります。 

原因についてですけど、一般的には、学校に行けない子どもたちは、その原因が複合

的であったり、また本人もその原因をうまく理由を説明できない、そういう場合が多い

です。 

本事案でも、行けない原因として、幾つかの要因が可能性としてあるということは把

握しております。しかし、これと断定して、お答えすることはちょっと難しいところも

ありますそういうことをまたご理解お願いします。 

 

７番（津崎淳子議員） 

行けてない子どもさん、日数的に 8割行けてないということで、あえて何人というこ

とはお聞きしませんが、あと原因として複合的な要因、また本人も説明がつかない。い

ろんなことが重なって複合的な要因などが重なって行けないということで、理解しまし

た。 

一般的に私も学校に行けない要因って、何か調べたところ、文部科学省の実態調査の

ほうで、不登校の主な要因の約半数が無気力、不安となっており、体調不良や友人関係、

先生とのトラブル、学業不振、夜眠れなくて朝起きれないという心身の不調、生活リズ

ムの不調、発達障害、家庭環境などが上がっていました。 

では次の第②項をお願いします。 
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教育長（山下四郎教育長）  

次に、津崎淳子議員の第 1問第②項、その対策としてどのように対応しているのか伺

うとのご質問でございますが、まず、児童生徒が欠席した場合は電話連絡し、欠席が２、

３日続いた場合は、担任の先生等が自宅を訪問します。 

その後も欠席が続く場合は、最低週に 1回は児童生徒の自宅を訪問し、状況を確認し

ています。その間、必要に応じて、担任や関係職員がスクールカウンセラースクールソ

ーシャルワーカーと面談して対応を検討します。 

そのあと、保護者を交えて面談を行い、生徒一人一人の実情に合わせ、改善に向かう

ように個別に対応しております。事案によっては、町民保健課や介護福祉課等とも連携

して対応しております。 

また、毎月の定例教育委員会において、不登校傾向の児童生徒について、動向を注視

しながら、改善策等についても協議しているところでございます。 

 

７番（津崎淳子議員） 

先生方も子ども一人一人と向き合って、大変なご苦労をされているのがよく分かりま

した。学校、保護者、教育委員会、その他の機関と連携して、子どもたちにとってのよ

い支援につながっていってほしいなと思います。 

ただ、どうしても学校に行けない子どももやはりいます。壇上でも述べましたが、

年々不登校の小中学生が増え、過去最多になっています。 

モニターをご覧ください。（書画カメラ画像投影）国は 2017年に教育機会確保法を

施行されました。その中で、不登校の児童生徒を国や自治体が支援することを明記され、

登校のみを目標とせず、休養の必要性を認め、学校以外での多様な学習活動を支援する

方針を掲げました。８つのポイントがあります。 

1から 8を述べます。 

「1、よりよい学校づくり」学校は 1人一人が社会で生きる基礎を養い国家社会を支

えるために、必要な基本的な資質を養うことを目的とし、全ての子どもたちが安心して

学校生活を送れるように学校づくりが重要。 

「２、不登校は問題行動ではありません」不登校は誰でも起こりうることで、不登校

というだけで、問題行動であると受け取らないように配慮します。 

「３、社会的自立の尊重」、子どもたちが自分の進路を主体的に考えるようにするこ

とを後押しします。 

「４、民間連携」、民間機関とも連携して支援します。 

「５、学校内外の学び場の整備」自分のクラス以外の場所でも安心して学べるように、

学びの場を整備します。 

「６、一人一人に合った支援」、子どもによっては休養が必要なことがあることも配

慮ししつつ、一人一人に合った支援をすることが必要である。 

「７、夜間中学を全国に設置します」 

「８、様々な方が学べる環境を」充実を図りますということで、教室や家庭以外にも

多様な学びの場や支援の仕組みがありまして、まずは、学校教育委員会に相談というこ

とで、それから紹介・接続ということで、保護者の会、教育支援センター、フリースク

ール等、学びの多様化学校、この学びの多様化学校なんですけど、今朝の南日本新聞に
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て、志布志市で、県内初の公立の学びの多様化学校、不登校特例校を市役所に設置する

ことを発表されました。 

次に最後に、夜間中学ということで、学校にも専門家を置いて、我が町でもスクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカーを置いてます。あと校内教育支援センター

を置いているところもあるそうです。 

その中で、4番目でフリースクール等ということで、学校内外の学びの場の整備で、

学校以外で多様な学習活動の場としてフリースクールが挙げられているんですけど、1

月に、私たち教育産業常任委員会にて、フリースクール等所管事務調査を熊本県ウイン

グスクールにて視察研修をいたしました。 

一般的なフリースクールは、主に不登校や学校に通えない子どもを対象ですが、この

ウイングスクールは、様々な理由で学校に適応できない子どもたちを対象にしています。

不登校の問題は、学校に通えなくなるということではなく、子どもたちが自分に自信が

持てなくなることで、子どもたちが自分に自信が持てる自分でいいと思え、1人一人が

自分らしく輝けるような思いでつくられた学校です。 

モニターのほうをご覧ください。（書画カメラ画像投影）一軒家というか、借りてさ

れてる一般の法人、民間の学校です。このスクールは子どもたちに感性、（次をめくっ

ていただいていいですか）このスクールは子どもたちに感性、知性、創性の３性で、幸

せな未来を築く力をつける理想の教育を追い求め続けているスクールです。 

1人１人が自分らしく輝く新しい時代を教育の力で築いていきたいという願いで、理

念を掲げています。（次をめくっていただいていいですか） 

この創生、知性、感性とありまして、感性のほうは、自然と触れ合って自分らしくエ

ネルギー値を高く生きる感性を開かれることが多いということで、体験型学習が、多い

です。知性のほうでは、日々分かりやすい楽しい授業で子どもたちの知性を高めるとい

うことで、公立小中学校に使っている教科書を使用しながら、その学年で必要な学習内

容を網羅しています。基礎、基本から発展的な内容まで、学んでます。 

近隣の学校に籍を置き、熊本市教育委員会の承認を得て出席扱いが認められています。 

あと創性で、遠足とかキャンプ、修学旅行など、子どもたちが自ら企画運営をして、

どこへ行くか、何をするか。飛行機やホテルの予約手配まで自分たちでします。 

あと、テーマに取り組んだグループプロジェクトがありまして、自分たちでやはり企

画して、周りの協力を得ながら、実現していくプロジェクト力を育み、夢を実現する力

を身につけて、いくそうです。子どもが主体となる自発的学習を支援しています。（次

をめくっていただいていいですか。） 

主に 1日の生活がありまして、低学年、高学年、中学生それぞれありまして、あと、

少人数、異年齢の子どもたちで一緒に活動する流れ報告もあります。 

私たちは朝の授業の様子からお昼ご飯のオーガニック給食まで頂くまで子どもたちと

過ごして、子どもたちのあふれる笑顔と、元気のよさ、気軽に声をかけてくれたり、み

んなが自然体で過ごせる、安心感からなのか、本当に驚きました。 

校長先生の講話を聞き、質問も多く出て、このような学校を誘致するにはどうすれば

いいのかという意見が出るほど、議員全員が感銘を受けました。教育長も視察に同行し

ていただきましたが、どのように感じ、思われたのか、ご意見、ご感想をお聞かせくだ

さい。 
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教育長（山下四郎教育長）  

私も、所管事務調査、同行させていただいて、いろんな学びができて、ありがたかっ

たな、よかったなあと思うことでした。 

感想ということです。まず子どもたちが、生き生きとしているというと。また、我々

が行っても物おじしないで声かけしたり、そういう子どもたちの姿、あっいいなと思い

ました。卒業後も、卒業した子どもたちが、自分がやりたいことを、自信を持って、主

体的に、生き生きと取り組んでいるという事例を校長先生が幾つか説明されました。 

そのお話を聞きながら、学校の理念である 1人１人が自分らしく輝いて生きるという

ものを子どもたちが自分のものとして、実際、社会で、または次の高校、次のステップ

の段階で具現化していること、それがすばらしいなと思うことでした。 

あと、ウイングスクールの理念が、本町の各小中学校が目指している、例えば魅力あ

る学校づくりまた、社会で自立する力を育てるとか、子どもたちの居場所づくり、また、

友達とのよりよい人間関係づくり、そういうものと重なってる部分が多いなという、例

えば人権教育を基盤にした 1 人１人を大切にした教育、また学習者主体の授業、さらに、

特別活動での学校行事、体験活動、キャリア教育、そういうところで、子どもたちに、

主体性また、自己肯定感、そして、自己実現への支援等いろいろ行っております。 

そういう部分と重なることが多かったですので、今回学んだことを、これは取り入れ

られるというところはまた参考にしながら、本町の各小中学校の教育活動のさらに充実

を図っていきたいなというふうに思ったところです。 

 

７番（津崎淳子議員）  

教育長もいろいろと感じていただいて、公立高校と通じるところもありますし、また

新たに、視察して研修していただいて、取り入れていただけるということは大変うれし

く思います。本当にこの学校というその先の進学まで考えていけるということが、一般

のフリースクールだとなかなか難しいのかなと思いますけど、出席扱いにしてくださっ

たりとかされてるので、また別の学び場としても本当にすばらしいなと思いました。 

ほかの学び場として、宮崎県延岡市にて、定年退職された教職員の方がオンライン学

習支援になって、オンラインで広がる学びの場をされたり、インターネットによるバー

チャルの学校で小学校 4年から中学 3年生までの約 600人が在籍している仮想の学校も

あるそうです。それぞれ特色のある学び場があるのには驚きます。 

テレビである子どもが学校外の活動と学校での勉強や宿題に追われ、一つ一つきっち

りしていかないといけない性格で、その子が。両立ができなくなって不登校になったけ

ど、オンライン学習を選択したことによって、自分のやりたい活動も広がり、交流関係

も広がり、学校に行ってたときより忙しいが、充実しているという笑顔で話すのがすご

く印象的でした。時間や場所に縛られない学びも選択肢の一つだと思いました。 

では次の第③項をお願いします。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

次に津崎淳子議員の第 1問第 3項、学校に行けない子どもたちの環境づくりに取り組

む考えはないか伺うとのご質問でございます。 
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子どもたちが学校に行けない、行きたくないと思っている原因は、多種多様で複合的

であり、理由がはっきりしない場合もあると聞いております。そういう中で、学校へ行

けるように、学校に行きたいと思えるような、安心安全で魅力ある学校づくり、あわせ

て、学校へ行けない子どもたちの居場所を整備することは重要だと考えております。 

本町でウイングスクールのような、民設民営の学校を開校したいという申し出等があ

れば、検討も必要かと思いますが、まずは現在学校へ行けない子どもたちが、改善に向

かうように取り組むことや、子どもたちの居場所として関係機関との連携を図っていき

たいと考えております。 

 

７番（津崎淳子議員） 

町長の言われたとおり、学校へ行けない子どもたちが行けるように取り組んで頂きた

いのですが、並行して学校になじめない子どもたちの居場所の確保も必要だと思います。

学校もあるけど、学びの場もあるよ、幾つもあるよと、選択肢があればと思います。 

今年 4月から佐多小中一貫校になります。令和 7年 1月 8日時点での生徒数が、佐多

小が 23名、第一佐多中学校が 23名の合計 46名です。今年、卒業生が抜け 7年度の新

入生見込みは現在のところなしということだそうです。 

町として、生徒数が減少する中、町としても佐多の保育園での保育園留学事業を支援

され、問合せも多く来てると聞きます。保育園留学されてよかったら、移住定住、生徒

増につながればなと思います。 

話を戻しますが、学び場の選択肢として根占地区には第 3の居場所としての「からす

たろうの学びや」があります。佐多地区にはなく、今後、フリースクールに興味を持っ

ている方もいらっしゃいます。佐多に子どもたちの学び場をつくりたい。そのことによ

って、町外から子ども、保護者が移住定住して、地域の活性化につながると考えられま

す。先ほどのウイングスクールは熊本県内、全国からも問合せがあり、親子で移住した

り、大分から高速で通学している子どももいます。親は子どもに合った学びの場を探し

求めて、どこにでも行くと思います。 

11月に教育産業常任委員会の所管事務調査で訪れた奄美大島の宇検村では、人口減少

に伴う学校存続の危機を感じて、地域が主体となって親子留学の取り組みをされ、定住

率 40％の成果が見られ、人口戦略会議が 2024年 4月に公表しました県内で唯一の自立

持続可能性自治体に位置づけられました。 

逆に南大隅町は 2050年までに、消滅可能性自治体に含まれています。人口減少とと

もに、生徒数も減少しています。歯止め、地域活性化のためにも、子どもたちの学びの

選択肢を増やすためにも、新たな施策取り組みが必要と考えます。 

町長は今までの私の話を聞いてどう思われるか教えてください。 

 

町長（石畑博町長）  

それぞれ家庭の事情、いろんな事情の中で、学校に行けない子どもたち、行かない子

どもたち、そういった義務教育課程でも児童が増えていること、これ確かに、数字的に

上がっているというふうに認識をしております。 

町としてはやっぱりそういった子どもたちが、通常学校に行けるようなことを今議員

がおっしゃいましたとおり、していくのが 1番重要だというふうに考えますけれども、

それをしても、なかなかそれにたどり着かないという部分もあるというふうに思ってお
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ります。 

そういった中で、今お話も出ましたとおり、学校でもない、家でもないという「子ど

も第 3 の居場所」を今、開設をしていただいております。この中でも親御さん方からは、

やっぱり鹿屋とか遠くまで行ってたので、南大隅町に出来てありがたいという声も、聞

いております。現在も今、登録者数としては 40 名弱の方がいらっしゃるということで、

こういった今の現社会の環境下では、増えてくるのも予想されるのかなあという気もし

ております。 

そういった中で親御さん方を、子どもが学校に行かない、行けないという部分は、非

常にこの危惧されていると思う中では、今回のこの「子ども第 3の居場所」、こちらの

ほうにも、非常にこのこども家庭庁を通じた形のいろんな支援等もあるところでありま

す。 

今、佐多地区の児童数減少も本当にこれ、課題でございまして、人口増をその形です

るというのもいかがなものかと思うんですけれども、当然住む環境、教育の環境という

部分で、今のウイングスクールは熊本市内でありますので、ある意味、ロケーション的

にもいい位置にあるわけですけれども、もしこういった、このうちの町の地域の中で、

そういったことをされるような方がいらっしゃれば、それはもうありがたいことであり

まして、今この部分にも、文科省等も、非常に整備というか、拡充をしていって、そう

いったより子どもたちをとり残さないという学習環境を、ちゃんと整えてあげようとい

う、そういった動きもありますので、当然今、今朝の志布志市の新聞記事も公設での流

れでしたけれども、うちの町として人口の少ない中とそれから地理的な部分もあります

ので、そういった形を、していっていかれるという形がございましたら、それは当然支

援していくべきだというふうにあわせて、人口増、家族の方々のそういった移住等も含

めた形で、いい流れになるんではないかなというふうに私としては認識してるとこでご

ざいます。 

 

７番（津崎淳子議員） 

ぜひ今後も学校に行けない子どもたちが学校に行けるような魅力ある学校にしていた

だきたいのと、学校に行けない子どもたちの学び場の整備、支援していただき、笑顔あ

ふれる子どもたちの姿が見たいです。 

子どもたちがいることによって、増えることによって、地域の活性化につながると私

は思いますので、以上で私の一般質問を終わります。 

 

議長（松元勇治議員） 

暫時休憩します。 

 

 

（  議長交代  ） 

 

議長（木佐貫徳和議員）  

休憩前に引き続き再開いたします。暫時休憩します。  

 

１１：５７ 

～ 

１１：５７ 
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議長（木佐貫徳和議員）  

休憩前に引き続き再開します。次に、松元勇治議員の発言を許可します。 

 

[  １３番  松元 勇治 議員  登壇  ] 

 

１３番（松元勇治議員）  

寒かった冬も終わり、すぐそこに、春の陽気に外出したくなる季節が近づいています。

地方自治をつかさどる、議会 1期 4年の最後の議会定例会 3月会議の一般質問となりま

した。 

1 年目はコロナ禍の真っただ中で、通年どおりとはいかない前例のない状態で、行政、

経済、教育、福祉ほか活動の停滞がいつまで続くか住民は不安がありました。 

2023年 5月、コロナ感染が 5類となり、終息とはならないまでも、いち早くコロナ禍

の前の生活体系に戻すため、多くのパワーを費やすことになりました。 

一方、国際社会の不安定な情勢や、円安による、輸入物価高騰など、生活する上で大

変な状態が続いています。 

産業においても、一次産業をはじめ、サービス業の中で、観光関連はいち早く対策し、

再開した地域ありますが、本町においては、十分に再起できているのでしょうか。 

昨年能登半島震災に始まり、洪水による水害、また日向灘地震、台風と、自然災害の

恐ろしさを感じ災害に対する備えと、避難対策やその後の在り方など、多くの議員が一

般質問に上がりました。そこで今、国の動向により、それぞれの自治体が取み組み始め

たことがあります。それは、国土強靱化基本計画のもと、これに伴う内容に合わせ、地

域を整備し、活性化につなげること。これは過疎少子化に歯止めをかける一手になると

考えてところであります。現状と課題、解決の方策を考え、次の質問をします。 

① 本町における国土強靱化計画の整備の推進について。 

② 雄川の滝佐多岬観光の観光戦略について。 

以上で壇上からの質問を終わります。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

松元勇治議員の第 1問、国の国土強靱化計画延長に伴う町の整備推進について、第①

項、これまでの 5か年の成果を伺うとのご質問でございます。 

国において、平成 26年 6月に国土強靱化基本計画が策定され、それに基づき、本町

でも、令和 2年度に、南大隅町国土強靱化地域計画を策定しております。この計画に基

づき、現在まで道路メンテナンス事業、公営住宅の耐震化及び長寿命化、国立公園整備

事業、無線システム普及支援事業など、幅広い事業を実施し、この計画の基本目標であ

る人命の保護、重要な機能が致命的な被害を受けず維持し、本町の財産及び公共施設に

係る被害の最小化、迅速な復旧復興に取り組んでおります。 

１１：５７ 

～ 

１３：００ 
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１３番（松元勇治議員）  

町長の申されるとおり、ちょっと詳細のどこがっていうのがちょっと聞きたかった

とこなんですが。 

前回一般質問の中で、大浜の船石川の砂防堰堤に関して、原状復旧に、元に戻すっ

ていう計画をできないものかっていうことで、建設課を通して、また地域振興局のほ

うにも要請してくれということを言っていたんですが。その中でも、実際、地震が起

きたり、そっちのほうは土石流とかそういった関係なんでしょうけど、地震が起きた

りいろんなことがある中で、陳情ないし要請っていうのは行われていたのか伺います。 

そのあとに、実際、集落の上流にもある。それぞれの堰堤のことも話してたんですが、

大きなのは大浜の船石川の砂防堰堤だったんですけど。すぐにそういった回答とか出

てたのかを伺います。 

 

町長（石畑博町長） 

砂防治山のいわゆる石谷止工等については、工事は鹿児島県国等が国土交通省が担っ

ておりますので、しておりますけれども、維持管理についての分については今大浜に限

らず、数十基ありますので、逐一お願いしておりますが、今は全体的な予算の関係等の

中でいわゆる谷どめにたまった土砂については、クッションの流れであるので、基本的

にはクッションになりますので、取り除かなくてもいいという事ですけれども、やはり

地域の方々としては、中の泥をとってくいやいという要望ありますので、要望等は、常

に期成会等の中でも要望はしておりますけれども、なかなかそれに予算化の中が優先順

位があることからなかなか今現状としては進んでいませんけれども、ただ、平成 2年災

からの谷止工ができた後には、それ以降、土石流の発生は今のところ 1回もないところ

でございます。 

 

１３番（松元勇治議員） 

要請はされているということで、随時順番が来たらされるのかと思いますが。今全国

的に話題になってます 50 年たったインフラの老朽化っていうのが言われてるんですが、

本町にそういった該当するものがあるんですか。 

 

（「どういった。」との町長の声有り） 

 

橋とか。 

 

町長（石畑博町長） 

公共インフラについては今、国の強靱化計画もですけれども長寿命化の中で、対象の

橋梁、それから道路、治山、砂防施設についてはですね、出てきますので、逐一今、橋

梁等についても、強靱化とか補強対策をしております。 

建設課長は補足でありますか。補足であればお願いします。 

 

建設課長（中村喜寿課長） 

ただいま町長のほうの答弁でもありましたけれども、道路メンテナンス事業等を通し
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て、橋梁点検などを行っております。100余りある町内の橋梁を 5年に一度分けて、ず

っと点検をしておりますが、令和 6年度におきましても、19の橋を点検しております。 

今の状況については、予防保全の段階で、今何かをしなければならないというような

状況はないということであります。 

 

議長（松元勇治議員） 

その中で 3か年計画 5か年計画、加速化計画というのは、出たわけなんですがその中

でも、激甚化する風水害や切迫する大規模地震への対策、予防保全型インフラのメンテ

ナンスの転換に向けた老朽化の対策、国土強靱化に関する施策を効率的に進めるための

デジタル化の推進。こういったのを加速して進めるっていうなかは、実際、昨年、起き

ました能登地震において実際そういったことが起きたということで、加速化計画が早く

またなったというのも、聞いております。 

国会議員の方々に話また県会議員の方々に話する中で、この能登半島というのは、大

隅半島と同じ半島ですので、国会議員の方々が言われる２本道がないとその場所に行け

ないという中でも、そこが封鎖される風水害で、倒木ないし土石流で道がなくなったと

いうような状態でしたら、海のほうも、来る道として、考えていかなきゃいけないこと

を強く言われました。その中で、国の施策ですので、そういったのに町の意見をまとめ

て、国土強靱化に対して、取りまとめを早期にする必要がないか、町長の考えを教えて

ください。 

 

町長（石畑博町長） 

今、松元議員がおっしゃったものについては毎年の大隅総合開発期成会の中で、強靱

化としての対策部分については、要望もしておりまして、能登半島地震においてから、

重要的な道路の回復に時間がかかってるという部分では、ちょうど大隅半島もですね、

大隅縦貫道、大中尾道路とも、２本の道路がありますけれども、これがどちらも、通行

止めにならないような形ということで、その地震が起きた後から、すぐさまですね振興

局のほうも、船石川の先の洞門の延長そしてまた、立神神社の下の大きい断面の暗渠で

の土石の排出という部分ではもう既に測量も始まっておりますので、そういった危機的

な部分については、当然もう進んでいるものと私も要望した中でそういった回答来てお

りまして、もう既に進んでおります。 

 

（「次をお願いします。」との松元議員の声有り） 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長）  

松元議員の第 1問第②項延長後の具体的な整備計画を伺うとのご質問でございます。 

国においては、国土強靱化のための 5か年加速化対策として、令和 3年度から 7年度

までの 5年間に重点的かつ集中的に取り組んでおり、この 5か年加速化対策に続く次な

る計画として、国土強靱化実施中期計画の策定方針を先月決定しております。 

この次なる計画に基づく、町の整備計画につきましては、国や県の動向を踏まえ、今

後、大災害がいつ発生してもおかしくないとの認識のもと、被害を最小限に抑え、迅速
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な復旧復興へとつながる災害に強く、安心安全なまちづくりを推進するための計画の策

定を検討してまいります。 

 

１３番（松元勇治議員）  

国土強靱化とまた対するもので、地域の防災計画というのも入ってくると思いますが、

その絡みといいますか防災計画の中に、この強靱化のこととの違いというのはどのよう

に思われますか。ありますか。地域防災計画があります。 

 

町長（石畑博町長）  

どちらの制度も、いわゆる国民、町民の生活面の安心安全を担保するためのそういっ

た制度ですけれども、国土強靱化に向けましては今の前期 5年のが終わりまして、次の

5か年についての計画は今、省庁等からも要望等もある中で、枠等もある中で、要望し

ていきたいということで、大きくはもうこれまでに話をしている幹線道路の強靱化、そ

してまた、土砂崩れ等がないようなそういったのり面保護等の設置、そしてまた、砂防、

治山等の整備があります。防災計画につきましてはそういった部分以外の部分で町民に

対する部分の消防力とかいろんな部分の形がありましておおむねは違うというのはそう

いった考え方であるというふうに認識をしております。 

 

１３番（松元勇治議員）  

この国土強靱化計画という中では、起こりうるリスクを想定した場合に、前もってそ

の対策を練ることですので、十分に教訓という、それぞれ東北震災、能登半島の震災っ

てあったわけなんですが、それを我が町に置き換えたときの、リスク回避といいますか

そういったのの計画はしっかりと上げなきゃいけないなというところを思います。 

また、地域防災に関しましては実際それまでしても、起きてしまうことですので、想

定しないことが多い中で、そういったときにしっかりとした避難計画、また、災害が起

きた後の復興の計画、そういったのをまたつくらなければいけないっていうので両立し

てると思うんですが、町としてはどっちも重要なことですので、この強靱化っていう中

の起こりうるリスクっていうほうのが重大なことと認識した中で国への要望というのを

していって頂きたいと思います。 

次、お願いします。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長）  

松元議員の第１問第③項大泊港周辺を利用した浮き桟橋やヘリポート等の整備は考え

られないか伺うとのご質問でございます。 

大泊港の浮桟橋については、今年度、県の港整備交付金事業を活用し、漁業就業者の

労働環境の改善整備と避難港としての対応、佐多岬周辺の観光振興推進を図るために、

浮桟橋を新設したところであります。ヘリポートにつきましては、県のドクターヘリの

ランデブーポイントが大泊地区においては、旧泊小学校となっているところでございま

す。これらの浮き桟橋やヘリポートについて、現在、整備済みの施設の有効活用を考え

ているところでございます。 
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１３番（松元勇治議員）  

そこで、大隅半島の中でも先端であります、能登半島でいいますと珠洲市というとこ

ろあるんですが、その復興の様子ていうのなんかを見た中に、我が町の大泊を核として、

それぞれの浦々の港に、品物、物資を持っていけたらなという中で、海の道を考えた場

合に、大泊を拠点といいますか、重点的に、整備したらどうかなという思いで、質問さ

せていただきます。 

実際起きてしまう災害、災害の後で復興する中で、住民が移動しなかった場合には、

そこで避難生活というのが始まるわけで、それにはまた人の流れ、物資を入れたりとい

う、そういった作業になっていくわけなんですが、そこで港、ポンツーンと言われます

浮桟橋と、ヘリポートの整備っていうのが必要じゃないかなと。そういった計画を上げ

ていただきたいというのが最初に言いたい部分なんですけど。 

写真のほうで。（書画カメラ画像投影）先日、引き渡されました県のほうからのポン

ツーンが出てきます。私ども議員のほうで一生懸命活動された中で、県にも行かれたり

して出来たポンツーンなんですが、これは 18メートルあります。先日写真を撮ってき

ました。 

これは漁協対応でとさかのり、ほか海草類、また、魚の水揚げをするための横付けの

ポンツーンであります。私はこのポンツーンはもう漁業専用でいいのかなと思う中で、

設置された場所がちょうど角のほうになってて船自体が、多分 5トン以上は横付けはま

ずできないのかなという漁船対応のポンツーンです。 

私の考えてるのは、大きくて山川のフェリーの横にあるポンツーン、ましてやその中

でも、最近できたのでは古江港のインバウンド対応で入って来る船の対応をするポンツ

ーンです。あのクラスの縦型になった、ちょっと、海底もちょっと浚渫して深くしたよ

うなところに船が入ってこれるポンツーンっていうのを、災害対応でできたらと。 

またそれに関連した、ヘリポートも、電柱がそこ辺にあったり、小学校の建物がそこ

にあったりっていう、視界が悪かったり危険性のあるのじゃなくて、ちゃんと広い広場

にですね、例えばハマグリを養殖してした場所とか、そういったので、関連したので、

国に上げるんだったら大ぶろしきじゃないですが、ちょっと大きく話を持っていって、

そういったのを判断するのは国ですので、私どもの要望からするとそういったのが、地

域の活性につながるんだったら、いいことかなと思う中で、そこまで考えて、住民の意

見を取りまとめて、町長は、そういったものを発信できないものか、どう思われますか。 

 

町長（石畑博町長） 

今の浮桟橋はもともと港係留されてる船の方々が大潮の干潮のときに、荷物とか、上

げた魚を揚げれないからということでスタートしてまして、しかしながらそれでは申請

としては駄目だということで、災害時のそういった活用、そしてまたブルーツーリズム

への活用という幅広い観点がないと申請受け付けもできないということから、そういっ

た観点でつくってありますので、そしてまた設置位置についても、管理が鹿児島県にな

ってる漁港であります。大泊港ですので、鹿児島県の考えの総体的な考えでつくってあ

るところであります。 

今新たにそういった観点からという部分ではあれば便利なことだと思うんですけれど

も、それをしていくということで、今これで 1基ができましたので、新たにするとなる
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場合の申請というのになれば、やはり地域住民も含めてですけど、観光振興を含めた形

でどういった利活用ができるかという部分で、要望の仕方も変わってくると思いますの

で、当然今田尻港には、佐多でい号のポンツーンもありますので、いろんな形で利活用

ができていく既存施設もあると思いますので、新たに設置をという部分もありますけれ

ども、なるべく今既存施設をしていって重複した施設の整備はですね、控えながら、真

に必要な施設整備をしていくべきと考えます。 

必要であるとなれば、当然、国等に申請は必要ではないかというふうに考えます。 

 

１３番（松元勇治議員） 

住民の賛同は、もとはそのとおりなんですが、国の大所高所から見る考えの中で、今、

馬毛島の整備をされてますけど、そういった国防に関しましても、馬毛島になぜ発着訓

練所ができるかっていうのは、今まで東京都に関します硫黄島のほうで、発着訓練して

る中では、自衛隊の専門の方が話される中で、不時着したり、それが事故が海上だった

らなかなか捜査ができないということで、馬毛島が近ければそういったのですぐに対応

できるから馬毛島も考えられました、という話も聞きました。 

そういったポンツーンができることで、もう数年前もそういった話がもう 2度ほど出

たんですけど。種子島、屋久島、また馬毛島への航路が考えられないかとか。いろんな

方向で考えた場合に、例えば巡視船を係留するとか、そういった多目的な多目的って言

い方おかしいですけど、それが認めるのかわかんないですが、多目的に利用できる本格

的なポンツーンの要請っていうのはできないものか、それは要請、県に今要請した時点

なんですけど、国会議員がいる中で、実際に何でも思って考えがあって、地域がどうな

っていくかっていうことを話してみましょうという座談会の中で、必要とあれば、見に

来ますっていう話をちょっと得てます。その中で、どう判断されるか分かりませんが、

ただ住民には、そういった理解をしてもらいながら、町長がその時には対応していただ

きたいと思いますが、来られる時は出来るような対応ができますか。 

 

町長（石畑博町長） 

今は国が見に来るときに、町が対応という事ですか。それはもう当然だと思います。 

 

１３番（松元勇治議員） 

ありがとうございます。近いうちに私は陳情を今回何回か、町長とも行かせていただ

きましたけど、そういったことも言ってきました。来られるか分からないですがそうい

ったいろんな思惑っていう言い方おかしいですけど、思いの中で、能登半島以降に考え

ることが教訓としてたくさんあると国会議員の方言われてますので、そこを大泊で考え

ていただきたいなと思うところです。 

それにおきまして、地域の活性の中でも、佐多岬ホテルも、写真では撮ったんですけ

ども、ちょっと今回つなげなかったんですけど。佐多岬ホテルの活用にしても航路がで

きると、やっぱり時化て風待ち、潮待ち、そういったのでも泊まれるかもしれないし、

ましてや佐多郷友会の中でも事業主の方が、飲食店をしてみたいとか、大泊まりに関し

ましては、いろんなできたらいいなっていう先読みの考えを持ってらっしゃる方もいま

す。そういった中で、こういったのが進んでいくと、良い弾む話になるのかなと思うん

ですけど、佐多岬ホテルの活用方法っていうなんかに関しましてはどのような判断でさ
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れてましたか。民間。 

 

町長（石畑博町長）  

ホテルに関してはこれまで複数の事業者、事業体がいろんな利活用の中で指定管理さ

れてましたけれども、この前の方々が撤退された中で、それ以降の部分につきましては

コンサルティングをしてもらった中ではもう町が直接的に経営すべきじゃないという意

見も頂いておりますので、その後についてはもう複数者、いろんなお話が来ておりまし

て、今まだ、公の公表はできませんが、今 1社の方が、1月にですね東京のほうから見

えられて、施設を全て見られて、いろんな今調整されておりますが、最終的にどういっ

た流れになるか分かりませんけれども、かなりのですね、中身については、緻密な計画

をされているようでありまして、現段階ではその 1社の方が利活用について前向きに検

討したいというご意見を伺っておりまして、それを待っているところな状態であります。 

ただホテルそのものはやっぱり、開いてるほうがいいわけですけども、町がもうこれ

まで投じた費用等を考えると町独自でするというのはもう、コンサルタントの方向性の

とおりだという風に思っておりますので、今ご要望の方のこれからの動きをちょっと注

視していきたいと思っております。 

 

１３番（松元勇治議員）  

ちょっと私、質問間違ってました。観光のほうで言うあれがちょっと大泊の全体のこ

とで言ってしまった中で、ちょっと前後しましたが。大泊佐多岬ホテルは、昨年、利用

維持するランニングコストだけでも閉館してても 530万ほど、指定管理を持っていると

きも、やっぱり 800万円ほど補助また経費がかかっています。そういった中で、やっぱ

りそういった泊地区の活性をこの国土強靱化につなげて発信するのはどうかなというこ

とで考えたところでした。 

次をお願いします。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長）  

松元議員の第 2問、雄川の滝佐多岬観光の観光戦略についての第①項、来訪者が満足

できるよう、観光地として整備されてきたが、問題点や改善点をどのようにとらえてい

るか事のご質問でございます。 

雄川の滝及び佐多岬につきまして、整備がおおむね完了し、安定的運営に努めている

ところでございます。問題点、改善点につきましてもは、今後も豊かな自然環境の維持

と来訪者の利便性安全性の向上が重要と考えております。雄川の滝では、入域料の徴収

とあわせ、キャッシュレス決済を導入したところであります。また佐多岬についても、

現在、入域料徴収の検討をいたしてるところでございます。 

 

１３番（松元勇治議員）  

町長と普通どおりの話をする中でひょっと話をされた中なんですが、この観光ってい

うのは、町長の言われた話です。観光というのは早く手をどんどん打っていかんないか

んな。もうコロナ禍が終わって、どんどんほかの地域は、動き始めたのにちょっと動き
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が鈍いよねっていう話の中で早く手を打たないかんと言いながらも、早くうたんないか

ん、企画観光課の中の担当が一人、ましてや観光協会がどうなのっていう中で、なかな

か後手に回ってしまったのが今の結果かなと思うんですけど。この観光っていうのが、

一つの観光事業という中で、サービス業の中で、生計が立てられる人がいるのかって言

ったら、なかなかいないんじゃないかなと思うんですね。そこをどのような位置づけで

されるかというのの中で、質問させていただきますけど。 

例えば、前観光施策の中で、インフルエンサーの方々にＳＮＳ発信をしてもらうとい

うなんか例えばですよ、そういったのが今も継続的に行われているのかというのをお伺

いします。 

 

町長（石畑博町長）  

具体的な答弁は企画観光部長に答弁させます。 

 

企画観光課長（中之浦伸一課長）  

インフルエンサーを特別に招聘してとか、町から委託料を支払って、そういうことは

今はしておりません。ただ、利用者の方、それから、例えば観光協会、大隅広域、それ

ぞれ、当然、我々企画観光課もですけど、そういうところで、発信は情報発信、ホーム

ページ等ではしているところです。 

また、利用者が来られた方が独自にそれぞれ、インスタグラムで発信されたりとか、

そういうことはされているというふうに承知しているところです。 

 

１３番（松元勇治議員）  

ここに事業報告というのがあります。大隅未来会議。よくＤＭＯですね、企業体で広

域で、地域の観光事業に対して、研究するような機関なんですが。 

これは、良いエビデンスといいますか、参考になる部分で、なるほど頑張らないかん

と思う部分があります。 

ただ我が町には、ツーリズム協議会という中で、このＤＭＯの方々には、教育旅行ほ

か、それぞれの農家民泊を含めて、すごく協力をしてもらってます。で、ぐらいでもう

観光協会が活動してるように感じるんですけど、うちの観光協会どうなのってなったと

きにちょっとこういったことまでしてもらえなかったというのがあるんですけど。 

何言いたいかといいますと、機能が完全に動いてないっていうのをうちの観光協会に

ちょっと感じたんですけど。その中で、どのような考え方で観光協会が今までしてたの

か、また今後事務所も庁舎のほうに入ってっていう中の流れは、観光協会への期待とい

うのはどのように考えられているのか、前回は、委託事業というので相当項目で上がっ

てて、観光協会が受けてたはずなんですけど、今回はその委託事業を一気にできない部

分では、企画観光課が請け負うのか。また、にぎわい創出事業で 5万円で貸してる観光

協会が出してます、広報誌に出てましたアクアベースカフェがあったあのコンテナです

ね、あのコンテナが利用できるのか。その中で、繁忙期が始まりつつあります。水もぬ

るんで滝でも見に行こうかっていう中で、春休みが来てゴールデンウイークを初め、み

んな期待があってくると思うんですけど、その来たお客さんの満足度っていうのは、雄

川の滝にあるのかっていうのを考える中で、雄川の滝に来ませんかというパンフをつく

ってるんですね我が町は。これは数日前に、たるたるの浜平の道の駅に行って、これが
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さしてあります。去年の 5月までされたアクアベースカフェはいつまでしたっけ、5月

前ですよね。まだアクアベースカフェが載ってるんです。夏の間もこのパンフが配られ

ているという状況で。下げてもいないんですよ。それで来られた方が満足されるかって

いう中も、機能してないなって思うんですけど。このような観光協会ほか、町に撤収じ

ゃないですが、事務所も変えられるっていう中で、どのような戦略を持って考えられて

いるのかお伺いします。 

 

町長（石畑博町長）   

チラシの分についてはですね、前回、前々に発行したチラシだというふうに思ってお

ります。 

観光協会自体は一般社団法人ですので、町が直接的にそういった経営には今、口出し

はできない状態にありまして、年に何回かの理事会等もある中で、観光協会としての考

え方で、動いておられますので、アクアベースカフェにつきましても、前回、運営され

た方が辞退という中では、早めに申し出をされておりましたけれども、その後の動きに

つきましては、募集をされていてもなかなか来ていただけないということから、途中か

ら直営に変わったということでも話は聞いております。 

ただ全体の流れとしては、今の状態ではいけないなということは思っておりますけれ

ども、協会自体の経営そのものに対して、今後やはりこのこれじゃいけないということ

の認識の中で、ここ昨年からずっと協議をされておりますので、協会がどういった形で、

進めていけるかという部分につきましては動向を見守っていきたいというふうに思って

おります。 

当然役場としては、役職上も入っておりませんので、観光協会の総会等でもいろんな

ご議論もあったということでありますので、観光の振興の 1番、要という部分では、協

会そのものがまだまだこの拡充していくべきじゃないかという考え方を持っております。 

 

１３番（松元勇治議員） 

このパンフは新しいのがあったんですね。作ってないんですか。わからないんですか。

じゃあいいです。多分作ってないのかも。1番メインのところにあるんだから。よろし

いです。アクアベースカフェの話。 

 

企画観光課長（中之浦伸一課長） 

今議員お持ちのパンフレットですけれども、アクアベースカフェについては、今、町

長からありましたとおり、借りていらっしゃった方が撤退をされて、その後、観光協会

のほうで直営という形で現在に至っているところでございますので、アクアベースカフ

ェが営業してないということではないんです。 

ただ、協会の体制につきましてもいろいろ懸案事項等もありまして、なかなか安定を

した、お店のアクアベースカフェの運営ができてないという現状があるのも確かでござ

います。 

 

１３番（松元勇治議員）  

アクアベースカフェの持ち物は、観光協会なんですよね。観光協会が決めるときの、

かかった費用に関して、原職員がよく知ってることなんですが、5年で採算、元のかか
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ったお金を精算するための計算式だったみたいです。 

1番繁忙期のときの西郷（せご）どん、キングダムの映画のバックスクリーンに出た

効果で、1番多いときが繁忙期と言われている中で、アクアベースカフェの家賃は幾ら

だったと思いますか、知ってる人いますかここで。多分、びっくりすると思います。24

万円ですよ。月 24万円。 

閑散期で最後に、ぎりぎりもう客がいないときの閑散期で 8万円だそうです。電話で

聞いてみましたけど。24万円というのを払う中で、実際、今、たんかんのジュースも

700円、800円で売らないと、家賃を払えない。 

だから、他の自販機も入れないでください、何もすると差が出ますのでっていうか、

アクアベースカフェ中心でしなきゃいけない状況をつくり上げたのも観光協会です。 

そういった中を考えた場合に、今それはもう過ぎたことですけど、今、繁忙期を迎え

る春休み、ゴールデンウイークに何もしないっていう手はない。来る客を。それが戦略

として、収益性を考えた場合に、これだけ投資してる中の町の脆弱な財政の中で投資し

ている中で、収益を上げない場所じゃないわけですから、どのように考えられてるか、

今の状況を。 

 

町長（石畑博町長）  

現状は今ご承知のとおりだと思います。ただ、いま協会の運営の中でやれることであ

って、町が直接的にそれに加担することもできませんので、協会の中で、今の課題等を

解決できる道を決めていかれるべきだと思います。 

 

１３番（松元勇治議員） 

もう 1回言います。 

繁忙期がもうすぐ近いところに近づいてるんですけど、そういった、どこが担当だか

ら、うちは知らないということもできない。ただお客さんは、来て見て満足して、通行

料取って、それでも満足して帰るっていう状況にはある程度町の人たちが入って、無料

でもいいから、とにかくそこににぎわいをつくらないといけないと思いますけど、町は

そこにてこ入れしないといけないとは思いませんか。それはあくまでも観光協会が、動

くの待ちますか。もう繁忙期きますよ。どうでしょう。 

 

町長（石畑博町長） 

いや、それはですから観光協会がそのことに気づいていかないといけないんじゃない

ですけ。町はだからそれを何とか再開してくださいというお願いもしていきますので、

そこに前向きなことがないと、直営でしてもいいわけですので、そういった考え方でお

りますので、いわゆる連休等については、お客さんが来るのをみすみす全然商売しない

というのはいけないと思います。 

 

１３番（松元勇治議員）  

町長の考えは、そのとおりで、何かはされるっていうのは、アクションを起こされる

と思います。あと、雄川の滝、佐多岬の月割の入り込み客数が、平成 26年から令和 6

年まで出てますけど、このデータからすると、いい数でやっぱ来てるんですね。 

私が提案したかったのはこの資料を見るまでは、雄川の滝は、11月から 4か月間、2
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月いっぱい休んだらどうですかと。休んで、もう見えないんでしたら、客も来ないんだ

ったらその間もうオープンに、入場入場料も取らなくて、店も開かなくて、二、三日に

1回シルバーの方が、トイレの掃除に行ったらいいんじゃないですかというつもりでし

たけど、やっぱり冬の間も来てるっていうのがあった場合に、やっぱり雨の日、なんか

休みがないとこの営業してる人たちも、いっぱいいっぱいのとこあったみたいなんで、

やっぱり休むとかそういったのを決めながら、いいところで、しっかりと利益を出すっ

て方向も、観光協会のことですのでって言われるとそひこのことなんですが、考えなき

ゃいけないなっていうのを思うところでした。次をお願いします。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長）  

松元議員の第 2問雄川の滝佐多岬観光の観光戦略についての第②項今後の繁忙期対を

伺うとのご質問でございます。 

ゴールデンウイーク、お盆、年末年始の繁忙期対策につきましては、町観光協会に委

託し、警備員の配置やシャトルバス運行の管理運営をお願いしており、来訪者の混雑緩

和や安全対策については一定の成果があるものと判断しております。 

佐多岬観光案内所は町直営、雄川の滝アクアベースカフェについては観光協会による

運営であり、安定的な運営に努めてまいりたいと思います。 

 

１３番（松元勇治議員）  

雄川の滝の繁忙期の件はもう今言いましたので、ちょっと先に言ってしまいました。

あと、佐多岬のことにちょっと触れますが、佐多岬自体も有料化をっていう話もあった

んですが、決定的なところで、今、人件費、いろんな原材料、いろんなのがもう上がっ

てる中で、今年の予算づけのほうが、昨年よりも、人件費のほうで、佐多岬の方で 450、

400、360万ほどですかね、雄川の滝のほうは関係ないですが、そういった観光案内所公

園管理事業というのが、もう上がってて仕方がないのかなっていうところもあります。 

ただ、この中で、販売、売店ましてや、加工して売る品物を、中で、その原材料費っ

ていうのは、本会計に上がってくるわけですね。昔、指定管理をする中でもネッピー館

が本会計に上がってて、問題になったのがあって、指定管理になったような経緯もある

んですけど、この原材料が本会計に上がって、経理が分かりにくくなってる部分からす

ると、ちゃんとした独立した観光協会に持ってもらうか。そこに販売をしてる中で、地

域の情報、地域の特徴とかそういったのを、販売している方々が、説明する中に、そう

いった何ていうかな経費がかかるっていうのを考えた場合に、実際は、半分も原材料か

ら、収益の売上げが上がってない。 

前、計画の予算の中に売上げ代金っていうので、上げても半分にもいかないというこ

と自体が、やっぱり営業をするからには利益を上げる努力も必要という中では、やっぱ

り独立した観光協会が持つべきだと思うんですね。ということで、佐多岬の料金徴収。

また、こういった案内所の在り方っていうのをどのように考えられてますか。 

 

町長（石畑博町長）  

いわゆる収支的に赤字だということですよね。今回、その佐多岬の徴収をどう考えて
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るかということですよね。 

スタート時点の、経緯は私もよく分かりませんけど、今スタートしてそのままもう当

初のままの運営をしておりますので、あくまでも入域料徴収というのは、目的も違いま

すので、今、現段階でまだ幾らにするかといった段階じゃなくて、まだ徴収するかしな

いかのことを環境省と協議してやります。 

 

１３番（松元勇治議員）   

すみません。二つ言ってしまったから、ちょっとこんがらがったと思いますけど、案

内所の経営体系っていうのを観光協会にできないかという話から、まずお願いします。 

 

町長（石畑博町長）  

今、急に言われもて、私も特段、答えを持っていませんので、どういった形がいいか

という部分で、中身の経営の質が変わらないと、どちらがやっても同じ形なんですね。

当然また町が赤字補てんをせんななりませんので、それについては、今働いてる方々と

の協議とか、将来性と協会を含めた形で、やっぱり議論して、方向性を見いだしていく

べきじゃないかというふうに思います。 

 

１３番（松元勇治議員）  

考える中で、観光っていうので実際、収益を上げる事業として、収益性があるのは観

光ではないかなと。やっぱりその中でも、もう 1つの案としまして、全体の観光への提

案なんですが、昨年、議会の総務民生委員、去年だから、総務民生委員でした。拠点づ

くりという観光の拠点づくりっていうので、企画観光課の前課長ほか数名で、研修のと

き、行ったんですけど、やっぱりないところを観光地化する中で、やっぱり、体験型を

する地域のまち歩きみたいなところを観光拠点にするっていう、古民家をするという話

だったんですけど、それに対応するようなところも今、我が町でも、対応できるかもし

れないというのができてます。あと海洋の海洋レジャー、ましてやカヌーとか、そうい

ったのを、考えでインストラクターを養成されたりとかいろんなのがあったのも全て、

コロナ化にかぶすのもなんなんですが、一時的なもので終わった中で、まだハードなカ

ヌーとかそういったのが艇庫に入ってるんですけど、そういったのも活用というのは、

計画的に町が出すのか観光協会が出すのか。どうなんですか。どちらでしていきますか。

今後は。観光協会は立ち直るんですか。今すぐ。予算づけからしても今回は。どんなに

考えてますか。 

 

町長（石畑博町長）  

まだ、そういった流れの段階ではありませんので、いろんなお話は情報も出ておりま

すけれども、私どもとしては、まだ今の正式な報告でもありませんので、それカヌー艇

部分についてもですね、どこがどうというのは、今のところでは定かではないところで

ありまして、今言われたように佐多岬のトレッキング等もですねもともとあった中で、

民間事業者が昨年、昨年もですねそういったツアーみたいなのをされた経緯もあります

ので、今ここで方向性どうというのはなかなか私のほうから決定的なことはですね、ち

ょっと今お話できないところです。 
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１３番（松元勇治議員）  

もうひとつ気になったのが、田尻港にありますさたでい号の件なんですが、観光船さ

たでい号の今後の在り方というか考えはどのように思われてますか。観光戦略の中で。 

 

町長（石畑博町長）  

さたでい号についてはもうかなり老朽化しておりまして、今現在、船の定期的な、検

査を受けておりますが、次回の検査の中では、なかなかもう、船全体の腐食、老朽化が

激しいということで、それはもう難しいということでございます。ただ、いま運行をし

ていただいております方々のご意見としては、今のあの船の形でなくても、まだ軽量化

した船がいるということで、いっぱいいるそうなんです。そういった部分に切替えてい

かないとあの船ではなかなか操船も難しいし、大変ということでございますので、お話

としては今そういった状況でありますので、さたでい号については、今後どうしていく

かは、議論をしていかなければなりませんが、今運行されてる方々は、できれば続けた

いという意向はお聞きしております。 

 

１３番（松元勇治議員）  

さたでい号は今年で今の船は終わるということですね。はい了解しました。じゃ次お

願いします。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長）  

松元議員の第 2問、第③項、これまでの評価と今後の位置づけについて伺うとのご質

問でございます。 

雄川の滝及び佐多岬は、これまでの整備事業により、鹿児島県内でも代表的な観光地

として位置づけられているものと認識しております。 

今後、町としましては、まずは豊かな自然環境と施設の維持が重要と考えております。

その上で、誘客につきましては、おおすみ観光未来会議や町観光協会等と連携し、周辺

を活用した体験型メニューの造成が必要と考えております。 

 

１３番（松元勇治議員）  

はい、まとめをします。 

観光という中で、一つはこれが事業体になってそれで所得を得て、よく県が言います

稼げる力のもとに、観光で、生業を建てる人がいたらいいなということで、今、移住定

住を進める中で、先ほども議員が言われたのがあったんですけど、全て、農業一次産業

だけで入ってくる人たちだけではなく、そういったサービス業の中でも観光に特化した

中で、何かを得たいと考えを持ってる人たちもそれぞれいらっしゃると思います。 

その中では、人材育成を観光協会のほうでも何度も、職員に対して人材育成をして、

質を高めるというか、観光に特化した人材をつくろうとしたんですけど、それもなかな

か分からない中でも、リーダーの育成っていうのをしっかりとして、ちゃんとした旗振

りがいる状態で、観光事業というのに、まい進していくように、ひとごとじゃなく、一

次産業だけじゃなく、このサービス業、観光業にも、十分に力を注いで頂きたいと思い
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ます。よろしいでしょうか町長。今言われたことで。観光協会と、今、町の立ち位置の

中で、観光協会には町も出資っていいますか、それだけの投資してるわけですから、十

分、今の意味合いというのを伝えていただきたいと思います。 

以上で終わります。 

 

議長（木佐貫徳和議員）  

暫時休憩します。 

 

 

 

 

議長（松元勇治議員）  

休憩前に引き続き再開します。 

次に、上之園健三議員の発言を許します。 

 

[  ６番  上之園 健三 議員  登壇  ] 

 

６番（上之園健三議員） 

お疲れさまです。3月会議最後の質問者になりました。 

質問の前に、今般の異常とも思えるヒヨドリの襲来によりまして、バレイショやスナ

ップエンドウ始めとする野菜類に甚大な被害を発生しておりますが、大半の農家がその

対応に追われ、通年以上のご苦労をされておられることに頭の下がる思いでありまして、

その御努力に敬意を表するものであります。そして、どうか春先の値段が少しでも高値

であることを願っております。 

さて、1期 4年最後の質問になりますが、今回は、地震や台風、大雨など、自然災害

によって被害を受けた後の再建復興に向けた町の取り組みとして、被災者生活再建支援

に関連する条例制定や財源確保のための基金の創設は考えないのか次の１問２項につい

て質問いたします。 

第 1問、自然災害における被災者生活再建支援について、第①項、国及び県に準ずる

被災者生活再建支援条例を制定する考えはないか。 

第②項被災者生活再建支援に向けた基金の創設は考えないか伺うとして、壇上からの

質問を終わります。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

上之園健三議員の第 1問、自然災害における被災者生活再建支援についての第①項、

国及び県に準ずる被災者生活再建支援条例を制定する考えはないか伺うとのご質問でご

ざいますが、被災者生活再建支援制度については、自然災害により、その生活基盤に著

しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から、拠出した基金を活用して、

一定条件のもとに、生活の再建を支援し、住民の生活の安定と、被災地の速やかな復興

１３：５４ 

～ 

１４：０２ 
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に資することを目的とした制度となっております。 

条例制定の考えにつきましては、近年頻発している線状降水帯による大雨や台風の襲

来、南海トラフ地震の発生予測などの自然災害を考えますと、必要であると認識してお

りますので、制定に向けて取り組んでまいります。 

 

６番（上之園健三議員） 

質問を進めていく前に、お断りということではないんですけれども、くしくもこの、

私の質問に対する内容そのものが本日、南日本新聞に県の支援策が 4月からスタートす

るという内容が掲載がございましたが、全くこのことを私が今日は言おうと思っており

まして、皮肉にも、質問の当日の新聞に載るのかなと、こういうこともあるんだなと思

いながら、今ここに立っておりますけれども。 

通告が先でございましたので、おおむね通告に沿った形で質問させ頂きますけれども、

ちょっと中にですね今回の県の制度スタートを見据えた中でお聞きするところが若干変

わるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。まずそのことをお願いをさ

せていただきたいと思います。 

阪神淡路大震災から 30年、それから東北震災から 14年、そして、能登半島地震から

1年が経過しておりますけれども、今日に至ってもまだ復興の途中にございまして、そ

うした中で、毎年のように被害を被っております、台風や大雨、そして南海トラフ地震

が危惧されている本町でもございますけれども、発災直後の避難生活から誘導等にかけ

ての質問については、これまでの多くの議員の方々が質問されておりまして、私も質問

の通りあるいは要望のとおりであるというふうに考えておりますが、1月の 11日の南日

本新聞の中に、自然災害で、住宅が損壊した世帯の暮らしを再建をする目的とする国の

支援でありますこの被災者生活再建支援法に基づく、支援関係の支援金の増額について、

29府県の知事が要望しているというような記事が掲載がございました。 

地震や台風などの自然災害についての、それぞれの被災についてもございますけれど

も、私はこの避難生活、発災直後の避難生活の支援というのももちろん最も重要である

ということはもう言うまでもございませんけれども、私は避難生活からその以後に問題

となるでありましょうこの住民生活の再建に対する支援こそが、復興の最大の問題であ

るだろうというふうに思っておりまして今回この質問を、これを題材として質問したわ

けですけれども。 

先ほど申しましたように、本日の南日本新聞の中に、全く私が質問しようとの、その

ものの答弁がここに県の方針として掲載されてましたので、この中でちょこっと、触れ

ながら進めていきたいと思うんですけれども。 

町長におかれましては、私のこの答弁に対しまして、県の制度というものは確認され

ておられると思いますので、詳細については割愛させ頂きますが、概要について重要な

ところだけをかいつまんで説明させていきたいと思いますが、この制度には、制度の適

用になる場合とならない場合がございまして、県単位でいきますと、被災世帯が全壊世

帯が 100世帯以上、それから町村単位でいきますと 10世帯以上でなければこの支援法

の適用になりません。これがこの制度の最初の入り口の要件であるわけであります。 

そこでお尋ねしたいんですが、県が 10世帯以下も対象とする制度をスタートさせる

という記事でございましたが、町長、町として、国、県に準ずるような、町独自の制度

というものは考えられませんか。 
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町長（石畑博町長） 

国県の制度にプラスということでございますか。 

これまで、もう私が覚えてる限りでは、大規模災害、土石流等で家屋が流出したとい

うのはもうあまり聞かない中で、家屋の倒伏も、もうほとんどない中で、去年は佐多地

区において 2件、台風によって住めなくなった家がありまして、その 2件ともご高齢で

した。90歳を超える方と 90手前の方でしたけれども、やはりもうこの家には住みたく

ないということで、空いた公営住宅に転居をしてもらって、もうここにずっとおらっし

ゃいなということでございましたので、それでいいですよということで、もうこの歳か

ら、再建する歳ではないということから、家族の了承のもとにそうしていただいたとこ

ろであります。 

今本題のなかでは、今朝ほどの新聞にも、それから前回の新聞等にも書いてありまし

たけれども、ただ家をつくるだけじゃないと、いわゆる、水濡れ、罹災、被災したとき

のその状態を考えるといわゆる、翌年銭がいっどと、いうことのことからありますので、

今その、１０世帯以上が 300万とありますけれども、これが高いか安いかという部分は

別として、いわゆる町が、そういった部分で不足の部分という部分であれば思いやりの

予算という部分では、条例制定という部分では、していってもいいのかなという考え方

でおります。 

ただ、今は、特にこのもう、台風の線状降水帯とそれから風が猛烈な風になりますの

で、やはりこの危険家屋も非常に多いところでありますので、そういった部分にはやっ

ぱりこれまで、町を支えてきていただいたご高齢の方々等についても、これに限らずで

すけれども、支えていく部分については、今後議論の場に持っていっていいのかなとい

う考えでおります。 

 

６番（上之園健三議員） 

先ほど来申しますように思わぬ県の支援が出てまいりましたので、私も強く言えると

ころはないんですが、私、通告の段階では恐らく考えていらっしゃらないだろうという

想定の中で要望しようと思ってたんですけれども、たら、国の支援と同等の支援を県が

うってくる。で、その中で、今度は市町村自治体としてどうなのかというところを考え

たときに、今町長がおっしゃったような、ただ、家屋の倒壊のみにならず、生活基盤と

なる、浸水とかですね、荷物の持ち出しとかというのにも多額の経費がいるということ

でしたが、これを最後に言おうと思ってたんですけれども、先におっしゃいましたので

話を省きますけれども。 

例えば、もう一つは今おっしゃりませんでしたけれどもそれを救済するという意味で

はございませんけれども、町の中には、弔慰金条例、あるいは見舞金条例というものが

ございます。その中でも金額は申しませんが、世帯主さんが亡くなった場合、家族が亡

くなった場合、家屋が倒壊した場合っていう見舞金条例がございますけれども、これは

あくまでも弔慰金見舞金でありまして、再建に係る支援金とはまた別物でございますか

ら、本日の新聞にもありますように、知事のほうも災害見舞金弔慰金とは別にしていき

たいという文書が入ってますけれども、私もそのとおりだと思いますので。 

再建復興に向けた支援こそが災害から後の復興を早める、1日でも早めるっていうま

ず入り口になるということを、私は考えています。そのために、じゃあ国もできて、県
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もできて、町もしていくっていうことが 1番理想的なのかなという風に考えるところか

らこの質問をしたところでありますが、見舞金弔慰金のことは、もう話をしませんけど

も。 

国のほうが 5段階に分かれておりまして、基本額と加算額という形で両方合わせて３

００万という制度なんですけれども、最近の住宅事情をお聞きしますと、25から 30坪

の木造建築の場合に、2000万前後の建築費がかかるようでございますが、物価高騰の時

期でありますと、これ以上があるのかなと、必要なのかなというふうに思いますけれど

も。このように、補助を受けた後、支援金を受けた後は自己負担になる訳で、その部分

を少しでも軽減していくような考え方でも支援していくことで、復興を手助けする、後

押しするっていうことが大事だろうというふうに思うことから、今回、この話をさせて

いただいたところでります。 

私、この今日の県の発表を見て、同等以上、同等の支援をつくれないのかなというこ

とに話をしてますけれども。国があって県があって、町がまた同等の額を入れるとする

ならば、凄く助かる支援金になるだろうと思うんです。 

そういうことを踏まえた中で、今町長のほうでは、条例を制定する方向で考えるとい

うことで答弁がございましたので、当然、それに追随する財源のほうも確保しなければ

ならないと私は考えますが、次の②項目をお願いしてよろしいですか。 

 

[  町長  石畑 博 町長  登壇  ] 

 

町長（石畑博町長） 

上之園議員の第 1問第②項被災者生活再建支援に向けた基金の創設は考えないか伺う

とのご質問でございます。 

近年の地震や台風、豪雨など、多様化する自然災害による、被災地の速やかな復興は

重要であると考えております。 

基金の創設につきましては、国による法改正等に注視し、条例制定とあわせて判断し

ていきたいと考えます。 

 

６番（上之園健三議員） 

条例制定と一緒に合わせて考えていただけるということでございますので、財源の持

ち様なんですけれども、町長、これまでですよ、国、県は地方自治体は、個人の財産の

維持保全には、税金が使えないというのがこれまで昔の姿勢というか、考え方があった

と思うんですけれども。この考え方が、阪神淡路大震災以後、公的資金の導入が入りま

して、特に、東北震災の中では 8割を国が負担してきたっていう経緯がございまして、

そうした面を見ながら、私は話を提案しているところなんですけれども。 

その基金の創設も考えていただけるということでしたから、国県の補助を使うのはも

う当然だろうと思いますけれども、私の中には財政調整基金等も使える余分がございま

すので。経済状況の悪化あるいは税収減、さらに災害等における緊急的な歳出における

使って良いよっていう充当はできるっていう、財政調整基金がございますので、この取

崩しも可能なのかと思いますけれども、この復興再建に向けた特化した基金というのは、

必ず必要であろうという風に思います。 

町の財源を考えますと、単年度予算の中で、多額の予算をいっぺんに組むというのは
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難しかろうと思いますので、今のうちから基金を少しずつでも積み上げていくっていう

ことが私は大事だろうという風に思います。そうすることで、いざというときの災害に

備えるっていう事があれば、町民の方も、今後の生活には非常に安心した気持ちの中で

お暮らしできるんじゃないかないう風に考えるところでございます。ぜひ、基金のほう

も、単年度予算の中の範囲の中で、あるいは別口もあるかもしれませんが、少しずつ地

道に積み上げていただきますことをお願いしたいなという風に思います。 

そしたら、財源的なところは具体的には、考えてはおられませんよね。 

 

町長（石畑博町長） 

先ほど来いろんな思いを話していただいておりますが、弔慰金と見舞金等、それから

被災者罹災者の生活再建支援は別物ですので、お見舞いをする部分と生活再建としての

ハード面の実費というのは別ですので、それは分けて考えていこうということを考えて

おります。 

そういった中で、今国、県だけの支援制度、この 300万であれば条例制定は特段いじ

る必要ありませんけれども、今、先ほど申し上げましたとおり、これまでそういった対

象の方は出ていないんですけれども、万が一、高齢者の多い中ではそういった類いの事

象が発生した場合は、やっぱりそれがあるのとないのでは、やはりお年寄りの方々、町

民の方々も思いも違いますので、そういった意味で、基金としてつくっていて、即座に

行使できるという部分が必要だというふうに思います。 

今、内部でも検討しておりますけれども、もしするとなれば財調でもいいのかなあと

いうこともありますけれども、やはり町民の方々にそれをきっちりと再建をするための

基金として、分けて積み立てることが、やはり住民への安心度を上げるのにはいいのか

なという考えでおりますので、考え方としては、新たに名目をつくってですね、つくっ

ていくべきじゃないかという考え方でおります。 

 

６番（上之園健三議員） 

大変ありがたいご答弁でございました。 

私は、住宅再建に係る全額支援をということで求めるものでありません。当然自己負

担もしなければならないし、また地域の方々の、協力も欠かせないというふうに思って

おります。 

ただ、その自立再建に向けた復興に向けた足がかりと申しますか、意識づけと申しま

すか、この後押しをする支援というのが行政では大事な事だろうということを申し上げ

たいところでございます。 

最後になりますけれども、災害はいつ起こるか分かりません。本当に 5年か 10年間

30年先か分かりません。しかし、今日、明日かもしれません。そういうことを考えます

と私はこの災害危機をあおるつもりは毛頭ございませんけれども、それに備えてどうな

のかっていうところを、公的支援制度を今回提案をさせていただいたところでありまし

た。 

前向きの答弁でありましたのでこれで終わりたいと思いますが、最後になりましたけ

れども、私はこの 4年間、地域住民の皆様方から頂きましたご意見、ご要望等を数々幾

つかの政策を提案してまいりましたけれども、その中で実現できたものもあれば、そう

でないものもございます。 
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幸いにして、4月に町長選挙がございますけれども、現職、新人候補のマニフェスト

を見てみますと、私が 4年間の間に言い続けてきた施策等も掲載してあるところを見ま

すと、自分の 4年間もまんざらではなかったのかなという風に思いながら、個々を振り

返りながらおりますけれども。 

4年間の最後を締めながら、今日の質問を終わりたいと思いますが、町長はなんか最

後にありますか。なければ終わりたいと思いますが。本当に 4年間ありがとうございま

した。 

 

町長（石畑博町長） 

私もこの 4年議員の皆さん方に大変お世話になりまして、なかなかこれを課題解決も

できないこともあったわけですけれども。やはり町民の生活環境とか、人口の構成、そ

してまた、産業のいろんな分類、組合せを考えると、先にしないといけないことをして

いくべきだということと、まずはご高齢の方が今後生活の質を、本町で生活していく上

ではそういった方々を助けていくべきではないかと、その中でですね、やっぱりこれま

でこの町を支えてきていただいた高齢の方々、こういった方々にはやはりこの生きがい

のあるまちづくり、生きがい農業という部分でも頑張っていただいて、競り市に行って

も、まだ 80代の方が牛を引いて来られます。 

それでもこのやっぱ楽しんやっどねとおっしゃいますので、そういった意味を含めて、

またこれまで皆さん方からいろいろご指導頂きましたことに感謝申し上げて、新たな任

につけることを私も頑張っていく考えでおりますので、この 4年間、いろいろご指導に

つきましては感謝を申し上げたいと思います。 

大変ありがとうございました。 

 

議長（松元勇治議員） 

これで一般質問を終わります。 

 

 

▼ 散 会 

 

議長（松元勇治議員） 

以上で本日の日程は終了しました。 

次は、3月 10日午前 10時から本会議を開きます。 

本日はこれで散会します。 

 

 

散  会 ： 令和７年 ３月 ６日  午後 ２時２５分 

 


